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第一部【企業情報】 

第１【企業の概況】 

１【主要な経営指標等の推移】 

(1）連結経営指標等 

 （注）１ 売上高には、消費税等は含まれていない。 

２ 第60期中より、「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準」（企業会計基準第５号）及び「貸借対

照表の純資産の部の表示に関する会計基準等の適用指針」（企業会計基準適用指針第８号）を適用している。

回次 第59期中 第60期中 第61期中 第59期 第60期 

会計期間 

自 平成17年 
４月１日 

至 平成17年 
９月30日 

自 平成18年 
４月１日 

至 平成18年 
９月30日 

自 平成19年 
４月１日 

至 平成19年 
９月30日 

自 平成17年 
４月１日 

至 平成18年 
３月31日 

自 平成18年 
４月１日 

至 平成19年 
３月31日 

売上高 （百万円） 168,400 189,443 212,359 363,423 405,139 

経常利益 （百万円） 9,710 11,291 15,747 21,671 26,500 

中間(当期)純利益 （百万円） 6,319 7,268 10,948 14,846 17,948 

純資産額 （百万円） 122,686 135,907 158,760 133,845 148,429 

総資産額 （百万円） 218,017 239,759 266,467 240,977 259,990 

１株当たり純資産額 （円） 1,344.14 1,488.62 1,727.91 1,442.16 1,619.76 

１株当たり中間(当期) 
純利益金額 

（円） 74.58 79.15 121.67 165.98 197.45 

潜在株式調整後１株当たり
中間(当期)純利益金額 

（円） 68.39 78.90 121.21 157.97 196.76 

自己資本比率 （％） 56.3 55.7 58.4 55.5 56.0 

営業活動による 
キャッシュ・フロー 

（百万円） 12,229 11,879 20,016 29,111 28,010 

投資活動による 
キャッシュ・フロー 

（百万円） △2,481 △17,356 △10,352 △10,342 △26,777 

財務活動による 
キャッシュ・フロー 

（百万円） △2,685 △7,669 △1,717 △3,529 △8,390 

現金及び現金同等物の 
中間期末(期末)残高 

（百万円） 27,732 23,355 37,814 36,312 29,894 

従業員数 
(外、平均臨時雇用者数) 

（人） 
12,201 

(3,132)

13,683 

(3,605)

14,414 

(4,088)

12,896 

(3,139)

13,705 

(3,853)



(2）提出会社の経営指標等 

 （注）１ 売上高には、消費税等は含まれていない。 

２ 第60期中より、「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準」（企業会計基準第５号）及び「貸借対

照表の純資産の部の表示に関する会計基準等の適用指針」（企業会計基準適用指針第８号）を適用している。

回次 第59期中 第60期中 第61期中 第59期 第60期 

会計期間 

自 平成17年 
４月１日 

至 平成17年 
９月30日 

自 平成18年 
４月１日 

至 平成18年 
９月30日 

自 平成19年 
４月１日 

至 平成19年 
９月30日 

自 平成17年 
４月１日 

至 平成18年 
３月31日 

自 平成18年 
４月１日 

至 平成19年 
３月31日 

売上高 （百万円） 132,132 143,107 154,691 280,910 302,376 

経常利益 （百万円） 6,120 8,455 10,581 12,733 19,076 

中間(当期)純利益 （百万円） 4,190 5,782 7,379 8,704 12,954 

資本金 （百万円） 22,265 22,856 22,856 22,856 22,856 

発行済株式総数 （千株） 92,967 94,234 94,234 94,234 94,234 

純資産額 （百万円） 110,535 113,244 126,124 115,462 119,918 

総資産額 （百万円） 187,128 195,710 210,186 200,609 208,956 

１株当たり純資産額 （円） 1,211.01 1,262.06 1,399.10 1,244.54 1,333.36 

１株当たり中間(当期) 
純利益金額 

（円） 49.45 62.97 82.01 97.11 142.50 

潜在株式調整後１株当たり
中間(当期)純利益金額 

（円） 45.39 62.77 81.70 92.62 142.00 

１株当たり配当額 （円） 12.00 14.00 23.00 26.00 34.00 

自己資本比率 （％） 59.1 57.9 60.0 57.6 57.4 

従業員数 
(外、平均臨時雇用者数) 

（人） 
5,193 
(1,640)

5,448 
(2,042)

5,693 
(2,180)

5,165 
(1,712)

5,445 
(2,148)



２【事業の内容】 

 当中間連結会計期間において、当社グループ（当社及び子会社24社、関連会社７社）が営む事業の内容について、

重要な変更はない。また、主要な関係会社における異動もない。 

３【関係会社の状況】 

 当中間連結会計期間において、重要な関係会社の異動はない。 

４【従業員の状況】 

(1）連結会社の状況 

  (注)１ 従業員数は就業人員（当社グループからグループ外部への出向者は除き、グループ外部から当社グループへ

の出向者を含む。）であり、臨時雇用者数（期間従業員、人材会社からの派遣社員、パートタイマーを含

む。）は（ ）内に当中間連結会計期間の平均人員を外数で記載している。 

２ 全社（共通）として記載されている従業員数は、特定のセグメントに区分できない管理部門に所属している

ものである。 

(2）提出会社の状況 

  (注) 従業員数は就業人員（当社から社外への出向者を除き、社外から当社への出向者を含む。）であり、臨時雇用

者数（期間従業員、人材会社からの派遣社員、パートタイマーを含む。）は（ ）内に当中間会計期間の平均人

員を外数で記載している。 

(3）労働組合の状況 

 労使間の交渉は円滑であり特記すべき事項はない。 

  平成19年９月30日現在

事業の種類別セグメントの名称 従業員数（人） 

自動車用部品事業 
13,347 

(3,815)
  

一般電機部品及びその他の事業 
573 

(116)
  

全社（共通） 
494 

(157)
  

合計 
14,414 

(4,088)
  

  平成19年９月30日現在

従業員数（人） 
5,693 

(2,180) 



第２【事業の状況】 

１【業績等の概要】 

(1）業績 

当中間連結会計期間の世界経済は、サブプライム問題を発端とする米国経済の減速により不確実性が増している

ものの、欧州においては、雇用や所得環境の改善などを背景に景気拡大傾向が持続しており、また、中国経済の高

成長やASEAN諸国等でも緩やかな景気拡大を続けるなど、総じて堅調な結果となった。 

 また、わが国経済においては、設備投資の弱さや雇用情勢に厳しさが見られるものの、輸出は増加を続け、個人

消費が持ち直すなど、全体としては継続して回復している。 

 自動車業界においては、原油を始めとした原材料価格の高騰など懸念材料を抱える中、国内販売では、好調であ

った軽自動車が前年に対して減少に転じ、また中越沖地震による操業停止もあり、前年同期を下回る結果となっ

た。一方輸出では、米国向けは、景気減速の影響から減少傾向にあるが、中東、メキシコ、ロシア等その他地域向

け輸出台数の増加を背景に全体では増加傾向にある。この結果、国内生産台数は、輸出が国内販売の減少を補う形

となり、前年同期並みとなった。 

 このような環境の中、当社グループは、『「使いやすさ」と「ぬくもり」に包まれた空間』をお届けするため、

スマートキーやステアリングスイッチなどの新しい付加価値商品の拡販、シートベルトやシフトレバーなどグロー

バル市場での拡大に取り組んできた。また、電波実験棟の増設やタイ子会社を拡張するなど、商品開発力の強化、

生産体制の整備も着実に進めていく。 

 当中間連結会計期間の業績については、売上高は212,359百万円と前年同期に比べ22,916百万円(12.1％)の増収と

なった。利益については、売上高の増加や原価改善などにより、営業利益は14,930百万円と前年同期に比べ4,730百

万円(46.4％)、経常利益は15,747百万円と前年同期に比べ4,456百万円(39.5％)、中間純利益は10,948百万円と前年

同期に比べ3,680百万円(50.6％)の増益となった。また、中間配当金については、１株につき23円とする。 

(a) 事業の種類別セグメントの業績は次の通りである。 

①自動車用部品事業 

 自動車用部品事業はスイッチ類、シートベルト、キーロック、シフトレバーなどの拡販を積極的に推進した結

果、売上高は209,990百万円と前年同期に比べ24,161百万円(13.0％)の増収となった。 

②一般電機部品及びその他の事業 

 一般電機部品及びその他の事業は、売上高は2,369百万円と前年同期に比べ1,244百万円(34.4％)の減収となっ

た。 

(b) 所在地別セグメントの業績は次の通りである。 

①日本 

 国内は、拡販努力により、スイッチ類、キーロック、シートベルト、シフトレバーなどの販売が好調に推移し

たため、売上高は149,469百万円と前年同期に比べ10,086百万円(7.2％)の増収となった。営業利益は人件費・経

費の増加など、収益圧迫要因があったものの、増収効果、合理化努力や円安効果などにより、8,887百万円と前年

同期に比べ2,154百万円(32.0％)の増益となった。 

②北米 

 北米は、売上高は47,597百万円と前年同期に比べ6,985百万円(17.2％)の増収となった。営業利益は、カナダド

ル高騰などの影響があったものの、増収効果などにより、1,295百万円と前年同期に比べ198百万円(18.1％)の増

益となった。 

③アジア 

 アジアは、中国やタイ子会社の販売が好調に推移したことにより、売上高は29,192百万円と前年同期に比べ

7,808百万円(36.5％)の増収となった。営業利益は、増収効果などにより、4,156百万円と前年同期に比べ2,531百

万円(155.7％)の増益となった。 

④その他の地域 

 その他の地域は、チェコ子会社の販売が好調に推移したことにより、売上高は13,893百万円と前年同期に比べ

2,439百万円(21.3％)の増収となった。営業利益は増収効果などにより、501百万円と前年同期に比べ88百万円

(21.4％)の増益となった。 



(2）キャッシュ・フロー 

 当中間連結会計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、営業活動の結果得られた資金が

20,016百万円と前年同期に比べ8,137百万円(68.5％)増加し、投資活動の結果使用した資金が10,352百万円と前年同

期に比べ7,004百万円(40.4％)減少し、財務活動の結果使用した資金が1,717百万円と前年同期に比べ5,952百万円

(77.6％)減少したことから、当中間連結会計期間末には37,814百万円と前連結会計年度末に比べ7,920百万円

(26.5％)の増加となった。 

 当中間連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次の通りである。 

(営業活動によるキャッシュ・フロー) 

 営業活動の結果得られた資金は20,016百万円(前年同期比68.5％増)となった。これは主に税金等調整前中間純利

益16,044百万円、減価償却費8,548百万円等による増加と、法人税等の支払額5,014百万円等による減少の結果であ

る。 

(投資活動によるキャッシュ・フロー) 

 投資活動の結果使用した資金は10,352百万円(前年同期比40.4％減)となった。これは主に有形固定資産の取得に

よる支出11,579百万円等によるものである。 

(財務活動によるキャッシュ・フロー) 

 財務活動の結果使用した資金は1,717百万円(前年同期比77.6％減)となった。これは主に配当金の支払額1,796百

万円によるものである。 



２【生産、受注及び販売の状況】 

(1）生産実績 

 当中間連結会計期間の生産実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次の通りである。 

  (注)１ 金額は販売価格によっている。 

２ 上記の金額には、消費税等は含まれていない。 

(2）受注状況 

 当社グループは、トヨタ自動車株式会社をはじめとして、各納入先より四半期毎及び翌月の生産計画の提示を受

け、当社グループの生産能力を勘案して生産計画をたて生産している。このため、受注状況の記載を省略してい

る。 

(3）販売実績 

 当中間連結会計期間の販売実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次の通りである。 

  (注)１ 前中間連結会計期間及び当中間連結会計期間における主な相手先別の販売実績及び当該販売実績の総販売実

績に対する割合は次の通りである。 

２ 本表の金額には、消費税等は含まれていない。 

事業の種類別セグメントの名称 生産高（百万円） 前年同期比（％） 

自動車用部品事業 

スイッチ類 75,722 107.5 

シートベルト 46,468 120.8 

キーロック 43,069 121.0 

シフトレバー 15,850 125.9 

ステアリングホイール 8,544 106.3 

自動車用ミラー 6,990 101.6 

装飾品 2,643 102.1 

エアバッグ 2,132 69.4 

その他 8,530 106.6 

小計 209,952 113.1 

一般電機部品及びその他の事業 2,409 64.6 

合計 212,362 112.1 

事業の種類別セグメントの名称 販売高（百万円） 前年同期比（％） 

自動車用部品事業 

スイッチ類 75,666 107.3 

シートベルト 46,396 120.8 

キーロック 43,303 120.9 

シフトレバー 15,900 126.3 

ステアリングホイール 8,573 106.7 

自動車用ミラー 6,836 99.8 

装飾品 2,634 101.8 

エアバッグ 2,145 69.6 

その他 8,534 107.5 

小計 209,990 113.0 

一般電機部品及びその他の事業 2,369 65.6 

合計 212,359 112.1 

相手先 
前中間連結会計期間 当中間連結会計期間 

販売高（百万円） 割合（％） 販売高（百万円） 割合（％） 

トヨタ自動車株式会社 73,381 38.7 76,027 35.8 



３【対処すべき課題】 

 当中間連結会計期間において、当社グループが対処すべき課題について、重要な変更はない。 

４【経営上の重要な契約等】 

 当中間連結会計期間において、新しく締結した経営上重要な契約等はない。 

  

５【研究開発活動】 

当社グループは、2015年VISIONのもと、「時代を先取り、世界から求められるグローバル企業集団」へ飛躍し、世

界から欠かすことのできないオンリーワンの企業集団を目指している。 

 主の事業領域である自動車用部品を中心に、多様な市場ニーズや交通事故撲滅、地球環境対応問題対応などを捉

え、技術開発力を強化し、商品力の向上と価格競争力の確保を目指した現有製品の改良開発、積極的な先行開発と時

代を先取りした新商品の開発に取組んだ。 

 その結果、当中間連結会計期間の研究開発費の総額は8,622百万円である。 

 

 事業の種類別セグメントの研究開発活動を示すと、以下の通りである。 

(1) 自動車用部品事業 

 種々の自動車用スイッチとそれらを発展させた入力装置、シフトレバーやキーロックに電子技術を適用したセキ

ュリティシステム製品、シートベルトやミラーなどのセイフティシステム製品などを重点に、新製品開発及び要素

技術開発に取り組んだ。 近の主な成果としては、複雑な意匠形状に対応したパネルインモールドの成形技術を応

用したステアリングスイッチ、ハードコーティング付きのパネルを意匠形状に付形させ同品質で低コストを実現し

たヒーターコントロールスイッチ、無接点センサーで信頼性を向上させ且つ革貼り意匠として高級感を持ったMMTシ

フトレバー、アンテナとカードスロットをインナーミラーに搭載したETC内蔵インナーミラー、世界 高レベルの静

音性を実現した超静音電動格納アウターミラー、などを開発した。 

 また、地球環境対応の取組みとして、表面実装タイプの鉛フリー対応コネクタの開発と製品化、マグネシウム製

品の製造工程で使われるSF6を環境負荷の少ないFKガスに切替え、年間CO2に換算すれば60,000トン相当の削減を達

成する供給システムの導入に国内で初めて成功した。 

 当事業に係る研究開発費の金額は、8,512百万円である。 

  

(2)一般電機部品及びその他の事業 

 自動車用部品事業で培ったキーセキュリティ技術を応用した自動車用品や住宅分野製品の開発に積極的に取り組

んできた。 近の主な成果しては、ユーザー嗜好の多様化に対応する為バッグや小物に取り付けて使いこなすハー

ト型のスマートキー"welje"（ウェルジュ）などを開発し製品化した。 

 当事業に係る研究開発費の金額は、109百万円である。 



第３【設備の状況】 

１【主要な設備の状況】 

 当中間連結会計期間において、主要な設備に重要な異動はない。 

２【設備の新設、除却等の計画】 

 当中間連結会計期間において、前連結会計年度末に計画した重要な設備の新設、除却等について、重要な変更はな

い。また、新たに確定した重要な設備の新設、拡充、改修、除却、売却等の計画はない。 



第４【提出会社の状況】 

１【株式等の状況】 

(1）【株式の総数等】 

①【株式の総数】 

②【発行済株式】 

種類 発行可能株式総数（株） 

普通株式 200,000,000 

計 200,000,000 

種類 
中間会計期間末現在 

発行数（株） 
（平成19年９月30日） 

提出日現在発行数（株） 
（平成19年12月14日） 

上場金融商品取引所名
又は登録認可金融商品
取引業協会名 

内容 

普通株式 94,234,171 94,234,171 

東京証券取引所 

名古屋証券取引所 

各市場第一部 

― 

計 94,234,171 94,234,171 ― ― 



(2）【新株予約権等の状況】 

 平成13年改正旧商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づき発行した新株予約権に関する事項は、次のと

おりである。 

平成14年６月25日開催の第55回定時株主総会決議（平成14年８月１日発行） 

 （注）１ 新株予約権１個につき目的となる株式数は、1,000株である。 

なお、新株予約権発行後、当社が当社普通株式の分割または併合を行う場合には、付与株式数を当該株式の

分割または併合の比率に応じ比例的に調整し(１株未満の端数は切捨て)、新株予約権の目的たる株式の総数

は、調整後付与株式数に当該時点で行使および消却されていない新株予約権の総数を乗じた数とする。 

    ２ 新株予約権発行後、以下の事由が生じた場合は、払込価額をそれぞれ調整する。 

(1）当社が当社普通株式の分割または併合を行う場合には、次の算式により払込価額を調整し、調整の結果生

じる１円未満の端数は、これを切り上げる。 

(2）当社が時価を下回る価額で当社普通株式につき、新株式を発行または自己株式を処分する場合（新株予約

権の行使、「商法等の一部を改正する等の法律」（平成13年法律第79号）附則第５条第２項の規定に基づ

く自己株式の譲渡、「商法等の一部を改正する法律」（平成13年法律第128号）施行前の転換社債の転換

の場合を除く。）は、次の算式により払込価額を調整し、調整により生じる１円未満の端数は、これを切

り上げる。 

なお、上記算式において、「既発行株式数」とは当社の発行済株式総数から当社の保有する自己株式の総

数を控除した数とし、また自己株式を処分する場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」

に読み替える。 

(3）当社が資本の減少、合併または会社分割を行う場合等、払込価額の調整を必要とするやむを得ない事由が

生じたときは、資本の減少、合併または会社分割の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲で払込価額を調整

する。 

３(1）新株予約権の第三者への譲渡、質入れその他一切の処分は認めない。 

(2）新株予約権の割当を受けた対象者（以下、「新株予約権者」という。）が死亡した場合、相続人が新株予

約権を承継し、これを行使することができる。また、新株予約権者が当社の取締役および使用人ならびに

当社連結子会社の取締役のいずれの地位をも有さなくなった場合にも新株予約権を行使することができ

る。ただし、いずれの場合にも後記(3）に掲げる新株予約権割当契約に定める条件による。 

(3）その他の新株予約権の行使の条件については、平成14年６月25日開催の第55回定時株主総会および新株予

約権発行の取締役会決議に基づき、当社と各対象者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところ

による。 

    ４ １名退職により、新株予約権の数２個と新株予約権の目的となる株式の数2,000株は、失権している。 

  
中間会計期間末現在 
（平成19年９月30日） 

提出日の前月末現在 
（平成19年11月30日） 

新株予約権の数（個） 6（注）１、４ 4（注）１、４ 

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） ― ― 

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左 

新株予約権の目的となる株式の数（株） 6,000（注）１、４ 4,000（注）１、４  

新株予約権の行使時の払込金額（円） １株当たり970（注）２ 同左 

新株予約権の行使期間 
自 平成16年７月１日 

至 平成20年６月30日 
同左 

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行

価格及び資本組入額（円） 

発行価格    970 

資本組入額   485 
同左 

新株予約権の行使の条件 （注）３ 同左 

新株予約権の譲渡に関する事項 

新株予約権を譲渡するに

は、当社取締役会の承認

を要する。 

同左 

代用払込みに関する事項 ― ― 

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ― ― 

調整後払込価額＝調整前払込価額×
１ 

分割・併合の比率

  
既発行株式数＋

新規発行株式数×１株当たり払込金額 

調整後払込価額＝調整前払込価額× 
時価 

既発行株式数＋新規発行株式数 



平成15年６月25日開催の第56回定時株主総会決議（平成15年８月１日発行） 

 （注）１ 新株予約権１個につき目的となる株式数は、1,000株である。 

なお、新株予約権発行後、当社が当社普通株式の分割または併合を行う場合には、付与株式数を当該株式の

分割または併合の比率に応じ比例的に調整し(１株未満の端数は切捨て)、新株予約権の目的たる株式の総数

は、調整後付与株式数に当該時点で行使および消却されていない新株予約権の総数を乗じた数とする。 

    ２ 新株予約権発行後、以下の事由が生じた場合は、払込価額をそれぞれ調整する。 

(1）当社が当社普通株式の分割または併合を行う場合には、次の算式により払込価額を調整し、調整の結果生

じる１円未満の端数は、これを切り上げる。 

(2）当社が時価を下回る価額で当社普通株式につき、新株式を発行または自己株式を処分する場合（新株予約

権の行使、「商法等の一部を改正する等の法律」（平成13年法律第79号）附則第５条第２項の規定に基づ

く自己株式の譲渡、「商法等の一部を改正する法律」（平成13年法律第128号）施行前の転換社債の転換

の場合を除く。）は、次の算式により払込価額を調整し、調整により生じる１円未満の端数は、これを切

り上げる。 

なお、上記算式において、「既発行株式数」とは当社の発行済株式総数から当社の保有する自己株式の総

数を控除した数とし、また自己株式を処分する場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」

に読み替える。 

(3）当社が資本の減少、合併または会社分割を行う場合等、払込価額の調整を必要とするやむを得ない事由が

生じたときは、資本の減少、合併または会社分割の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲で払込価額を調整

する。 

３(1）新株予約権の第三者への譲渡、質入れその他一切の処分は認めない。 

(2）新株予約権の割当を受けた対象者（以下、「新株予約権者」という。）が死亡した場合、相続人が新株予

約権を承継し、これを行使することができる。また、新株予約権者が当社の取締役および使用人ならびに

当社連結子会社の取締役のいずれの地位をも有さなくなった場合にも新株予約権を行使することができ

る。ただし、いずれの場合にも後記(3）に掲げる新株予約権割当契約に定める条件による。 

(3）その他の新株予約権の行使の条件については、平成15年６月25日開催の第56回定時株主総会および新株予

約権発行の取締役会決議に基づき、当社と各対象者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところ

による。 

    ４ １名退職により、新株予約権の数２個と新株予約権の目的となる株式の数2,000株は、失権している。 

  
中間会計期間末現在 

（平成19年９月30日） 

提出日の前月末現在 

（平成19年11月30日） 

新株予約権の数（個） 20（注）１、４ 18（注）１、４ 

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） ― ― 

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左 

新株予約権の目的となる株式の数（株） 20,000（注）１、４ 18,000（注）１、４ 

新株予約権の行使時の払込金額（円） １株当たり853（注）２ 同左 

新株予約権の行使期間 
自 平成17年７月１日 

至 平成21年６月30日 
同左 

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行

価格及び資本組入額（円） 

発行価格    853 

資本組入額   427 
同左 

新株予約権の行使の条件 （注）３ 同左 

新株予約権の譲渡に関する事項 

新株予約権を譲渡するに

は、当社取締役会の承認

を要する。 

同左 

代用払込みに関する事項 ― ― 

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ― ― 

調整後払込価額＝調整前払込価額×
１ 

分割・併合の比率

  
既発行株式数＋

新規発行株式数×１株当たり払込金額 

調整後払込価額＝調整前払込価額× 
時価 

既発行株式数＋新規発行株式数 



平成16年６月22日開催の第57回定時株主総会決議（平成16年８月２日発行） 

 （注）１ 新株予約権１個につき目的となる株式数は、1,000株である。 

なお、新株予約権発行後、当社が当社普通株式の分割または併合を行う場合には、付与株式数を当該株式の

分割または併合の比率に応じ比例的に調整し(１株未満の端数は切捨て)、新株予約権の目的たる株式の総数

は、調整後付与株式数に当該時点で行使および消却されていない新株予約権の総数を乗じた数とする。 

    ２ 新株予約権発行後、以下の事由が生じた場合は、払込価額をそれぞれ調整する。 

(1）当社が当社普通株式の分割または併合を行う場合には、次の算式により払込価額を調整し、調整の結果生

じる１円未満の端数は、これを切り上げる。 

(2）当社が時価を下回る価額で当社普通株式につき、新株式を発行または自己株式を処分する場合（新株予約

権の行使、「商法等の一部を改正する等の法律」（平成13年法律第79号）附則第５条第２項の規定ならび

に旧商法第221条ノ２の規定（単元未満株式の売渡請求）に基づく自己株式の譲渡、「商法等の一部を改

正する法律」（平成13年法律第128号）施行前の転換社債の転換の場合を除く。）は、次の算式により払

込価額を調整し、調整により生じる１円未満の端数は、これを切り上げる。 

なお、上記算式において、「既発行株式数」とは当社の発行済株式総数から当社の保有する自己株式の

総数を控除した数とし、また自己株式を処分する場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式

数」に読み替える。 

(3）当社が資本の減少、合併または会社分割を行う場合等、払込価額の調整を必要とするやむを得ない事由が

生じたときは、資本の減少、合併または会社分割の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲で払込価額を調整

する。 

３(1）新株予約権の割当を受けた対象者（以下、「新株予約権者」という。）が死亡した場合、相続人が新株予

約権を承継し、これを行使することができる。また、新株予約権者が当社の取締役および従業員ならびに

当社連結子会社の取締役のいずれの地位をも有さなくなった場合にも新株予約権を行使することができ

る。ただし、いずれの場合にも後記(2）に掲げる新株予約権割当契約に定める条件による。 

(2）その他の新株予約権の行使の条件については、平成16年６月22日開催の第57回定時株主総会および新株予

約権発行の取締役会決議に基づき、当社と各対象者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところ

による。 

    ４ １名退職により、新株予約権の数２個と新株予約権の目的となる株式の数2,000株は、失権している。 

  
中間会計期間末現在 

（平成19年９月30日） 

提出日の前月末現在 

（平成19年11月30日） 

新株予約権の数（個） 176（注）１、４ 148（注）１、４ 

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） ― ― 

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左 

新株予約権の目的となる株式の数（株） 176,000（注）１、４ 148,000（注）１、４ 

新株予約権の行使時の払込金額（円） １株当たり1,862（注）２ 同左 

新株予約権の行使期間 
自 平成18年７月１日 

至 平成22年６月30日 
同左 

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行

価格及び資本組入額（円） 

発行価格   1,862 

資本組入額   931 
同左 

新株予約権の行使の条件 （注）３ 同左 

新株予約権の譲渡に関する事項 

新株予約権を譲渡するに

は、当社取締役会の承認

を要する。 

同左 

代用払込みに関する事項 ― ― 

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ― ― 

調整後払込価額＝調整前払込価額×
１ 

分割・併合の比率

  
既発行株式数＋

新規発行株式数×１株当たり払込金額 

調整後払込価額＝調整前払込価額× 
時価 

既発行株式数＋新規発行株式数 



平成17年６月21日開催の第58回定時株主総会決議（平成17年８月１日発行） 

 （注）１ 新株予約権１個につき目的となる株式数は、100株である。 

なお、新株予約権発行後、当社が当社普通株式の分割または併合を行う場合には、付与株式数を当該株式の

分割または併合の比率に応じ比例的に調整し(１株未満の端数は切捨て)、新株予約権の目的たる株式の総数

は、調整後付与株式数に当該時点で行使および消却されていない新株予約権の総数を乗じた数とする。 

    ２ 新株予約権発行後、以下の事由が生じた場合は、払込価額をそれぞれ調整する。 

(1）当社が当社普通株式の分割または併合を行う場合には、次の算式により払込価額を調整し、調整の結果生

じる１円未満の端数は、これを切り上げる。 

(2）当社が時価を下回る価額で当社普通株式につき、新株式を発行または自己株式を処分する場合（新株予約

権の行使、転換予約権付株式の転換予約権の行使、「商法等の一部を改正する等の法律」（平成13年法律

第79号）附則第５条第２項の規定ならびに旧商法第221条ノ２の規定（単元未満株式の売渡請求）に基づ

く自己株式の譲渡、「商法等の一部を改正する法律」（平成13年法律第128号）施行前の転換社債の転換

の場合を除く。）は、次の算式により払込価額を調整し、調整により生じる１円未満の端数は、これを切

り上げる。 

なお、上記算式において、「既発行株式数」とは当社の発行済株式総数から当社の保有する自己株式の総

数を控除した数とし、また自己株式を処分する場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」

に読み替える。 

(3）当社が資本の減少、合併または会社分割を行う場合等、払込価額の調整を必要とするやむを得ない事由が

生じたときは、資本の減少、合併または会社分割の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲で払込価額を調整

する。 

３(1）新株予約権の割当を受けた対象者（以下、「新株予約権者」という。）が死亡した場合、相続人が新株予

約権を承継し、これを行使することができる。また、新株予約権者が当社の取締役および従業員ならびに

当社関係会社の取締役のいずれの地位をも有さなくなった場合にも新株予約権を行使することができる。

ただし、いずれの場合にも後記(2）に掲げる新株予約権割当契約に定める条件による。 

(2）その他の新株予約権の行使の条件については、平成17年６月21日開催の第58回定時株主総会および新株予

約権発行の取締役会決議に基づき、当社と各対象者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところ

による。 

  
中間会計期間末現在 

（平成19年９月30日） 

提出日の前月末現在 

（平成19年11月30日） 

新株予約権の数（個） 3,983（注）１ 3,634（注）１ 

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） ― ― 

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左 

新株予約権の目的となる株式の数（株） 398,300（注）１ 363,400（注）１ 

新株予約権の行使時の払込金額（円） １株当たり1,996（注）２ 同左 

新株予約権の行使期間 
自 平成19年７月１日 

至 平成23年６月30日 
同左 

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行

価格及び資本組入額（円） 

発行価格   1,996 

資本組入額   998 
同左 

新株予約権の行使の条件 （注）３ 同左 

新株予約権の譲渡に関する事項 

新株予約権を譲渡するに

は、当社取締役会の承認

を要する。 

同左 

代用払込みに関する事項 ― ― 

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ― ― 

調整後払込価額＝調整前払込価額×
１ 

分割・併合の比率

  
既発行株式数＋

新規発行株式数×１株当たり払込金額 

調整後払込価額＝調整前払込価額× 
時価 

既発行株式数＋新規発行株式数 



会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき発行した新株予約権に関する事項は、次のとおりであ

る。 

平成18年６月21日開催の第59回定時株主総会決議（平成18年８月１日発行） 

 （注）１ 新株予約権１個につき目的となる株式数は、100株である。 

ただし、新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき、株式分割または株式併合を行う場合には、付

与株式数を次の算式により調整し(１株未満の端数は切捨て)、新株予約権の目的である株式の総数は、調整

後付与株式数に当該時点で行使および消却されていない新株予約権の総数を乗じた数とする。 

調整後付与株式数＝調整前付与株式数×分割・併合の比率 

また、割当日後、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合理的な範囲で付与株

式数を調整し(１株未満の端数は切捨て)、新株予約権の目的である株式の総数は、かかる調整後の付与株式

数に当該時点で行使および消却されていない新株予約権の総数を乗じた数とする。 

    ２ 新株予約権の割当日後、以下の事由が生じた場合は、行使価額をそれぞれ以下のとおり調整する。 

(1）当社が当社普通株式の株式分割または株式併合を行う場合には、次の算式により行使価額を調整し、調整

の結果生じる１円未満の端数は、これを切り上げる。 

(2）当社が時価を下回る価額で当社普通株式につき、新株式を発行または自己株式の処分を行う場合（会社法

第194条の規定（単元未満株主による単元未満株式売渡請求）に基づく自己株式の売渡し、「商法等の一

部を改正する等の法律」（平成13年法律第79号）附則第５条第２項の規定に基づく自己株式の譲渡、「商

法等の一部を改正する法律」（平成13年法律第128号）の施行前の商法第280条ノ19の規定に基づく新株引

受権の行使、当社普通株式に転換される証券もしくは転換できる証券の転換、または当社普通株式の交付

を請求できる新株予約権（新株予約権付社債に付されたものを含む。）の行使による場合を除く。）は、

次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる１円未満の端数は、これを切り上げる。 

なお、上記算式において、「既発行株式数」とは当社の発行済株式総数から当社の保有する自己株式の総

数を控除した数とし、また自己株式を処分する場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」

に読み替えるものとする。 

(3）上記のほか、割当日後、当社が行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合理的な

範囲で行使価額を調整するものとする。 

  
中間会計期間末現在 

（平成19年９月30日） 

提出日の前月末現在 

（平成19年11月30日） 

新株予約権の数（個） 3,535（注）１ 同左 

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） ― ― 

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左 

新株予約権の目的となる株式の数（株） 353,500（注）１ 同左 

新株予約権の行使時の払込金額（円） １株当たり2,346（注）２ 同左 

新株予約権の行使期間 
自 平成20年８月１日 

至 平成24年７月31日 
同左 

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行

価格及び資本組入額（円） 

発行価格   2,346 

資本組入額 （注）３ 
同左 

新株予約権の行使の条件 （注）４ 同左 

新株予約権の譲渡に関する事項 

新株予約権を譲渡するに

は、当社取締役会の承認

を要する。 

同左 

代用払込みに関する事項 ― ― 

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項  （注）５  同左 

調整後行使価額＝調整前行使価額× 
１ 

分割・併合の比率

  
既発行株式数＋ 

新規発行株式数×１株当たり払込金額 

調整後行使価額＝調整前行使価額× 
時価 

既発行株式数＋新規発行株式数 



３(1）新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第40条第１項

に従い算出される資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、計算の結果生じる１円未満の端数は、これ

を切り上げるものとする。 

(2）新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記(1）記載の資本金

等増加限度額から上記(1）に定める増加する資本金の額を減じた額とする。 

４(1）新株予約権の割当を受けた対象者（以下、「新株予約権者」という。）が当社の取締役および従業員なら

びに当社関係会社の取締役等のいずれの地位をも有さなくなった場合にも新株予約権を行使することがで

きる。ただし、下記(3）に掲げる新株予約権割当契約に定める条件によるものとする。 

(2）新株予約権の相続はこれを認めない。 

(3）その他の新株予約権の行使の条件については、平成18年６月21日開催の第59回定時株主総会および新株予

約権発行の取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に定めると

ころによる。  

５ 当社が、合併（当社が合併により消滅する場合に限る。）、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転

（以上を総称して以下、「組織再編成行為」という。）をする場合において、組織再編成行為の効力発生の

時点において残存する新株予約権（以下、「残存新株予約権」という。）の新株予約権者に対し、それぞれ

の場合につき、会社法第236条第１項第８号イからホまでに掲げる株式会社（以下、「再編成対象会社」と

いう。）の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株

予約権は消滅し、再編成対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って

再編成対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計

画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。  

 (1)交付する再編成対象会社の新株予約権の数 

  残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。 

(2)新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の種類  

 再編成対象会社の普通株式とする。  

(3)新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数  

 組織再編成行為の条件等を勘案の上、上記(注)１に準じて決定する。  

(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額  

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、行使価額を組織再編成行為の条件等

を勘案の上調整して得られる再編成後払込金額に、上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的で

ある再編成対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。  

(5)新株予約権の行使可能期間  

新株予約権の行使期間の開始日と組織再編成行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、新株予約権

の行使期間の満了日までとする。  

(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金および資本準備金に関する事項 

 上記(注)３に準じて決定する。  

(7)譲渡による新株予約権の取得の制限  

 譲渡による新株予約権の取得については、再編成対象会社の取締役会の承認を要するものとする。  



平成19年６月20日開催の第60回定時株主総会決議（平成19年８月１日発行）  

 （注）１ 新株予約権１個につき目的となる株式数は、100株である。 

ただし、新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき、株式分割または株式併合を行う場合には、付

与株式数を次の算式により調整し(１株未満の端数は切捨て)、新株予約権の目的である株式の総数は、調整

後付与株式数に当該時点で行使および消却されていない新株予約権の総数を乗じた数とする。  

調整後付与株式数＝調整前付与株式数×分割・併合の比率  

また、割当日後、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合理的な範囲で付与株

式数を調整し(１株未満の端数は切捨て)、新株予約権の目的である株式の総数は、かかる調整後の付与株式

数に当該時点で行使および消却されていない新株予約権の総数を乗じた数とする。  

    ２ 新株予約権の割当日後、以下の事由が生じた場合は、行使価額をそれぞれ以下のとおり調整する。  

(1）当社が当社普通株式の株式分割または株式併合を行う場合には、次の算式により行使価額を調整し、調整

の結果生じる１円未満の端数は、これを切り上げる。  

(2）当社が時価を下回る価額で当社普通株式につき、新株式を発行または自己株式の処分を行う場合（会社法

第194条の規定（単元未満株主による単元未満株式売渡請求）に基づく自己株式の売渡し、「商法等の一

部を改正する等の法律」（平成13年法律第79号）附則第５条第２項の規定に基づく自己株式の譲渡、「商

法等の一部を改正する法律」（平成13年法律第128号）の施行前の商法第280条ノ19の規定に基づく新株引

受権の行使、当社普通株式に転換される証券もしくは転換できる証券の転換、または当社普通株式の交付

を請求できる新株予約権（新株予約権付社債に付されたものを含む。）の行使による場合を除く。）は、

次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる１円未満の端数は、これを切り上げる。  

なお、上記算式において、「既発行株式数」とは当社の発行済株式総数から当社の保有する自己株式の総

数を控除した数とし、また自己株式を処分する場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」

に読み替えるものとする。 

(3）上記のほか、割当日後、当社が行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合理的な

範囲で行使価額を調整するものとする。  

  
中間会計期間末現在 

（平成19年９月30日） 

提出日の前月末現在 

（平成19年11月30日） 

新株予約権の数（個） 3,760（注）１ 同左 

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） ― ― 

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左 

新株予約権の目的となる株式の数（株） 376,000（注）１ 同左 

新株予約権の行使時の払込金額（円） １株当たり3,498（注）２ 同左 

新株予約権の行使期間 
自 平成21年８月１日 

至 平成25年７月31日 
同左 

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行

価格及び資本組入額（円） 

発行価格   3,498 

資本組入額 （注）３ 
同左 

新株予約権の行使の条件 （注）４ 同左 

新株予約権の譲渡に関する事項 

新株予約権を譲渡するに

は、当社取締役会の承認

を要する。 

同左 

代用払込みに関する事項 ― ― 

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項  （注）５ 同左 

調整後行使価額＝調整前行使価額× 
１ 

分割・併合の比率

  
既発行株式数＋ 

新規発行株式数×１株当たり払込金額 

調整後行使価額＝調整前行使価額× 
時価 

既発行株式数＋新規発行株式数 



３(1）新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第40条第１項

に従い算出される資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、計算の結果生じる１円未満の端数は、これ

を切り上げるものとする。  

(2）新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記(1）記載の資本金

等増加限度額から上記(1）に定める増加する資本金の額を減じた額とする。  

４(1）新株予約権の割当を受けた対象者（以下、「新株予約権者」という。）が当社の取締役および従業員なら

びに当社関係会社の取締役等のいずれの地位をも有さなくなった場合にも新株予約権を行使することがで

きる。ただし、下記(3）に掲げる新株予約権割当契約に定める条件によるものとする。  

(2）新株予約権の相続はこれを認めない。  

(3）その他の新株予約権の行使の条件については、平成19年６月20日開催の第60回定時株主総会および新株予

約権発行の取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に定めると

ころによる。   

５ 当社が、合併（当社が合併により消滅する場合に限る。）、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転

（以上を総称して以下、「組織再編成行為」という。）をする場合において、組織再編成行為の効力発生の

時点において残存する新株予約権（以下、「残存新株予約権」という。）の新株予約権者に対し、それぞれ

の場合につき、会社法第236条第１項第８号イからホまでに掲げる株式会社（以下、「再編成対象会社」と

いう。）の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株

予約権は消滅し、再編成対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って

再編成対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計

画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。   

 (1)交付する再編成対象会社の新株予約権の数 

  残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。 

(2)新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の種類  

 再編成対象会社の普通株式とする。   

(3)新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数  

 組織再編成行為の条件等を勘案の上、上記(注)１に準じて決定する。  

(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額  

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、行使価額を組織再編成行為の条件等

を勘案の上調整して得られる再編成後払込金額に、上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的で

ある再編成対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。   

(5)新株予約権の行使可能期間  

新株予約権の行使期間の開始日と組織再編成行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、新株予約権

の行使期間の満了日までとする。   

(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金および資本準備金に関する事項 

 上記(注)３に準じて決定する。   

(7)譲渡による新株予約権の取得の制限  

 譲渡による新株予約権の取得については、再編成対象会社の取締役会の承認を要するものとする。  



(3）【ライツプランの内容】 

    該当事項はない。 

(4）【発行済株式総数、資本金等の状況】 

年月日 
発行済株式総
数増減数 

（株） 

発行済株式総
数残高（株） 

資本金増減額 
（百万円） 

資本金残高 
（百万円） 

資本準備金増
減額 
（百万円） 

資本準備金残
高（百万円） 

自 平成19年４月１日 

至 平成19年９月30日 
― 94,234,171 ― 22,856 ― 25,110 



(5）【大株主の状況】 

 （注）１ 上記のほか、当社保有の自己株式4,155千株（4.41％）がある。 

２ ファンネックス・アセット・マネジメント株式会社及びその共同保有者であるファンネックス・インターナ

ショナル・ピーティーイー・リミテッドから、平成19年４月19日付で提出された変更報告書により、平成19

年４月13日現在でそれぞれ以下のとおり株式を保有している旨の報告を受けているが、当社として当中間会

計期間末時点における所有株式数の確認ができないため、上記大株主の状況には含めていない。 

   大量保有者               ファンネックス・アセット・マネジメント株式会社 

 住所                  東京都千代田区内幸町２丁目２番３号 日比谷国際ビル18階

 所有株式数               3,741,000株 

 発行済株式総数に対する所有株式数の割合 3.97％ 

 大量保有者               ファンネックス・インターナショナル・ピーティーイー・ 

                     リミテッド 

 住所                  シンガポール共和国 048623 ラフルズ・プレイス50 

                     シンガポール・ランド・タワー ＃44-05 

 所有株式数               97,500株 

 発行済株式総数に対する所有株式数の割合 0.10％ 

３ ダルトン・ストラテジック・パートナーシップ・エルエルピーから、平成19年７月５日付で提出された変更

報告書により、平成19年６月29日現在で以下のとおり株式を保有している旨の報告を受けているが、当社と

して当中間会計期間末時点における所有株式数の確認ができないため、上記大株主の状況には含めていな

い。 

  平成19年９月30日現在

氏名又は名称 住所 
所有株式数 
（千株） 

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合（％） 

トヨタ自動車株式会社 愛知県豊田市トヨタ町１番地 29,367 31.16 

株式会社デンソー 愛知県刈谷市昭和町１丁目１番地 5,839 6.19 

日本トラスティ・サービス信託

銀行株式会社（信託口） 
東京都中央区晴海１丁目８番11号 5,664 6.01 

日本マスタートラスト信託銀行

株式会社（信託口） 
東京都港区浜松町２丁目11番３号 5,103 5.41 

第一生命保険相互会社 

（常任代理人 資産管理サービ

ス信託銀行株式会社） 

東京都千代田区有楽町１丁目13番１号 

（東京都中央区晴海１丁目８番12号晴海アイ

ランドトリトンスクエアオフィスタワーZ棟） 

2,375 2.52 

ステート ストリート バンク 

アンド トラスト カンパニー 

（常任代理人 株式会社みずほ

コーポレート銀行兜町証券決済

業務室） 

P．0．BOX 351 BOSTON MASSACHUSETTS  

02101 U．S．A．  

（東京都中央区日本橋兜町６番７号） 

2,320 2.46 

 ピクテ アンド シエ 

（常任代理人 株式会社三井住

友銀行） 

ROUTE DES ACACIAS 60. 1227 CAROUGE.  

SWITZERLAND 

（東京都千代田区丸の内１丁目３番２号） 

1,393 1.47 

ザ バンク オブ ニューヨー

ク トリーティー ジャスデッ

ク アカウント 

（常任代理人 株式会社三菱東

京UFJ銀行決済事業部） 

AVENUE DES ARTS, 35 KUNSTLAAN, 1040  

BRUSSELS, BELGIUM 

（東京都千代田区丸の内２丁目７番１号） 

1,180 1.25 

日本トラスティ・サービス信託

銀行株式会社（信託口４）  
東京都中央区晴海１丁目８番11号  1,046 1.11 

東海理化社員持株会 
愛知県丹羽郡大口町豊田３丁目260番地 

株式会社東海理化電機製作所内 
730 0.77 

計 ― 55,022 58.38 

大量保有者 ダルトン・ストラテジック・パートナーシップ・ 

エルエルピー 

住所 英国EC2R 8AQ、ロンドン、プリンセス・ストリート7、 

プリンセス・コート、サード・フロアー 

所有株式数 4,217,900株 

発行済株式総数に対する所有株式数の割合 4.48％ 



(6）【議決権の状況】 

①【発行済株式】 

 （注）１ 「完全議決権株式（その他）」欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式が1,300株（議決権13個）

含まれている。 

２ 「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式39株および株式会社ヱビシ所有の相互保有株式80

株が含まれている。 

②【自己株式等】 

２【株価の推移】 

【当該中間会計期間における月別 高・ 低株価】 

 （注） 高・ 低株価は、東京証券取引所市場第一部における取引価格である。 

３【役員の状況】 

 前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当半期報告書提出日までの役員の異動はない。 

  

  平成19年９月30日現在

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容 

無議決権株式 ― ― ― 

議決権制限株式（自己株式等） ― ― ― 

議決権制限株式（その他） ― ― ― 

完全議決権株式（自己株式等） 

（自己保有株式） 

普通株式  4,155,800 
― ― 

（相互保有株式） 

普通株式      3,000 
― ― 

完全議決権株式（その他） 普通株式 89,990,500              899,905 ― 

単元未満株式 普通株式     84,871 ― ― 

発行済株式総数           94,234,171 ― ― 

総株主の議決権 ―             899,905 ― 

  平成19年９月30日現在

所有者の氏名又
は名称 

所有者の住所 
自己名義所有
株式数（株） 

他人名義所有
株式数（株） 

所有株式数の
合計（株） 

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合（％） 

（自己保有株式） 

株式会社 

東海理化電機製作所 

愛知県丹羽郡大口

町豊田三丁目260番

地 

4,155,800 ― 4,155,800 4.41 

（相互保有株式） 

株式会社ヱビシ 

愛知県名古屋市西

区中小田井２丁目

486番地 

3,000 ― 3,000 0.00 

計 ― 4,158,800 ― 4,158,800 4.41 

月別 平成19年４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 

高（円） 2,900 3,200 3,420 3,470 3,370 3,200 

低（円） 2,570 2,830 3,110 3,120 2,645 2,850 



第５【経理の状況】 

１ 中間連結財務諸表及び中間財務諸表の作成方法について 

(1）当社の中間連結財務諸表は、「中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成11年大蔵省令

第24号、以下「中間連結財務諸表規則」という。）に基づいて作成している。 

 なお、前中間連結会計期間（平成18年４月１日から平成18年９月30日まで）は改正前の中間連結財務諸表規則に

基づき、当中間連結会計期間（平成19年４月１日から平成19年９月30日まで）は改正後の中間連結財務諸表規則に

基づいて作成している。 

(2）当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和52年大蔵省令第38

号、以下「中間財務諸表等規則」という。）に基づいて作成している。 

 なお、前中間会計期間（平成18年４月１日から平成18年９月30日まで）は改正前の中間財務諸表等規則に基づ

き、当中間会計期間（平成19年４月１日から平成19年９月30日まで）は改正後の中間財務諸表等規則に基づいて作

成している。 

２ 監査証明について 

 当社は、証券取引法第193条の２の規定に基づき、前中間連結会計期間（平成18年４月１日から平成18年９月30日

まで）の中間連結財務諸表及び前中間会計期間（平成18年４月１日から平成18年９月30日まで）の中間財務諸表につ

いて、並びに、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、当中間連結会計期間（平成19年４月１日から平

成19年９月30日まで）の中間連結財務諸表及び当中間会計期間（平成19年４月１日から平成19年９月30日まで）の中

間財務諸表について、監査法人トーマツにより中間監査を受けている。 



１【中間連結財務諸表等】 

(1）【中間連結財務諸表】 

①【中間連結貸借対照表】 

    
前中間連結会計期間末 
（平成18年９月30日） 

当中間連結会計期間末 
（平成19年９月30日） 

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
（平成19年３月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（百万円） 
構成比
（％）

金額（百万円） 
構成比
（％）

金額（百万円） 
構成比
（％）

（資産の部）         

Ⅰ 流動資産         

１ 現金及び預金     10,967 15,994   13,455 

２ 受取手形及び売掛金 ※５   61,951 67,469   69,907 

３ 有価証券     23,020 24,691   26,193 

４ たな卸資産     24,034 24,797   24,476 

５ その他     11,011 10,915   12,196 

６ 貸倒引当金     △113 △162   △132 

流動資産合計     130,870 54.6 143,705 53.9   146,097 56.2

Ⅱ 固定資産         

１ 有形固定資産         

(1）建物及び構築物 ※1,4 23,192 26,425 24,616   

(2）機械装置及び運搬具 ※1,4 28,527 29,764 30,737   

(3）工具器具及び備品 ※１ 11,925 11,920 12,135   

(4）土地   8,804 9,456 8,883   

(5）建設仮勘定   6,360 78,809 32.9 6,324 83,892 31.5 5,940 82,315 31.7

２ 無形固定資産         

(1）のれん ※３ 2,040 2,201 1,951   

(2）ソフトウェア   1,381 1,748 1,637   

(3）施設利用権等   256 3,678 1.5 288 4,238 1.6 282 3,872 1.5

３ 投資その他の資産         

(1）投資有価証券   12,502 20,625 14,048   

(2）その他   13,961 14,066 13,718   

(3）貸倒引当金   △63 26,400 11.0 △61 34,630 13.0 △60 27,705 10.6

固定資産合計     108,888 45.4 122,761 46.1   113,893 43.8

資産合計     239,759 100.0 266,467 100.0   259,990 100.0 

          

 



    
前中間連結会計期間末 
（平成18年９月30日） 

当中間連結会計期間末 
（平成19年９月30日） 

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
（平成19年３月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（百万円） 
構成比
（％）

金額（百万円） 
構成比
（％）

金額（百万円） 
構成比
（％）

（負債の部）         

Ⅰ 流動負債         

１ 支払手形及び買掛金 ※５    52,904 56,232   58,311 

２ 短期借入金     4,372 5,851   5,260 

３ 未払法人税等     2,690 3,671   4,303 

４ 賞与引当金     4,783 5,037   4,756 

５ 役員賞与引当金     121 134   253 

６ 製品保証引当金     4,807 2,517   3,530 

７ その他     15,898 15,527   16,793 

流動負債合計     85,578 35.7 88,971 33.4   93,210 35.8

Ⅱ 固定負債         

１ 長期借入金     471 ―   ― 

２ 退職給付引当金     16,352 16,922   16,652 

３ 役員退職慰労引当金     501 541   570 

４ その他     947 1,271   1,128 

固定負債合計     18,273 7.6 18,735 7.0   18,350 7.1

負債合計     103,851 43.3 107,707 40.4   111,561 42.9

（純資産の部）         

Ⅰ 株主資本         

１ 資本金     22,856 9.5 22,856 8.6   22,856 8.8

２ 資本剰余金     25,125 10.5 25,117 9.4   25,110 9.7

３ 利益剰余金     89,485 37.3 107,942 40.5   98,899 38.0

４ 自己株式     △8,113 △3.4 △7,475 △2.8   △7,784 △3.0

株主資本合計     129,353 53.9 148,441 55.7   139,080 53.5

Ⅱ 評価・換算差額等         

１ その他有価証券 
評価差額金 

    1,893 0.8 2,593 1.0   2,351 0.9

２ 為替換算調整勘定     2,312 1.0 4,611 1.7   4,191 1.6

評価・換算差額等合計     4,205 1.8 7,205 2.7   6,542 2.5

Ⅲ 新株予約権     10 0.0 95 0.1   43 0.0

Ⅳ 少数株主持分     2,337 1.0 3,018 1.1   2,763 1.1

純資産合計     135,907 56.7 158,760 59.6   148,429 57.1

負債純資産合計     239,759 100.0 266,467 100.0   259,990 100.0 

          



②【中間連結損益計算書】 

    
前中間連結会計期間 

（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

前連結会計年度の 
要約連結損益計算書 

（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（百万円） 
百分比
（％）

金額（百万円） 
百分比
（％）

金額（百万円） 
百分比
（％）

Ⅰ 売上高     189,443 100.0 212,359 100.0   405,139 100.0 

Ⅱ 売上原価     164,558 86.9 181,131 85.3   349,574 86.3

売上総利益     24,884 13.1 31,228 14.7   55,565 13.7

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※１   14,684 7.7 16,297 7.7   30,665 7.6

営業利益     10,200 5.4 14,930 7.0   24,899 6.1

Ⅳ 営業外収益         

１ 受取利息   176 323 409   

２ 受取配当金   77 64 110   

３ 持分法による投資利益   232 266 390   

４ 為替差益   594 370 758   

５ 雑収入   269 1,349 0.7 281 1,305 0.6 472 2,141 0.5

Ⅴ 営業外費用         

１ 支払利息   173 274 400   

２ 雑損失   85 259 0.1 214 489 0.2 140 541 0.1

経常利益     11,291 6.0 15,747 7.4   26,500 6.5

Ⅵ 特別利益         

１ 固定資産売却益 ※２ ― 10 ―   

２ 貸倒引当金戻入額   9 1 5   

３ 投資有価証券売却益   ― 286 ―   

４ 特許訴訟和解金等 ※４ ― 9 0.0 ― 297 0.2 1,174 1,179 0.3

Ⅶ 特別損失         

１ 固定資産売却・除却損 ※３ ― ― 1   

２ 投資有価証券売却損   ― ― ― ― ― ― 42 44 0.0

税金等調整前中間（当
期）純利益 

    11,300 6.0 16,044 7.6   27,635 6.8

法人税、住民税及び事
業税 

  3,804 4,695 8,783   

法人税等調整額   △14 3,789 2.0 △133 4,562 2.1 273 9,056 2.2

少数株主利益     242 0.2 534 0.3   629 0.2

中間（当期）純利益     7,268 3.8 10,948 5.2   17,948 4.4

          



③【中間連結株主資本等変動計算書】 

前中間連結会計期間（自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日） 

 （注） 平成18年６月の定時株主総会における利益処分項目である。 

  

株主資本 

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計 

平成18年３月31日残高（百万円） 22,856 25,110 83,785 △1,686 130,066 

中間連結会計期間中の変動額     

剰余金の配当（注）   △1,297   △1,297 

役員賞与（注）   △222   △222 

中間純利益   7,268   7,268 

自己株式の取得   △6,508 △6,508 

自己株式の処分   15 81 97 

在外子会社の従業員奨励・ 
福利基金への拠出 

  △49   △49 

株主資本以外の項目の 
中間連結会計期間中の変動額（純額） 

    

中間連結会計期間中の変動額合計 
（百万円） 

― 15 5,699 △6,426 △712 

平成18年９月30日残高（百万円） 22,856 25,125 89,485 △8,113 129,353 

  

評価・換算差額等 

新株予約権 少数株主持分 純資産合計 
その他有価証券
評価差額金 

為替換算 
調整勘定 

評価・換算 
差額等合計 

平成18年３月31日残高（百万円） 2,053 1,725 3,779 ― 2,164 136,009 

中間連結会計期間中の変動額     

剰余金の配当（注）     △1,297 

役員賞与（注）     △222 

中間純利益     7,268 

自己株式の取得     △6,508 

自己株式の処分     97 

在外子会社の従業員奨励・ 
福利基金への拠出 

    △49 

株主資本以外の項目の 
中間連結会計期間中の変動額（純額） 

△160 586 426 10 173 610 

中間連結会計期間中の変動額合計 
（百万円） 

△160 586 426 10 173 △101 

平成18年９月30日残高（百万円） 1,893 2,312 4,205 10 2,337 135,907 



当中間連結会計期間（自 平成19年４月１日 至 平成19年９月30日） 

  

  

株主資本 

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計 

平成19年３月31日残高（百万円） 22,856 25,110 98,899 △7,784 139,080

中間連結会計期間中の変動額     

剰余金の配当   △1,798   △1,798

中間純利益   10,948   10,948

自己株式の取得   △7 △7

自己株式の処分   7 316 323

在外子会社の従業員奨励・ 
福利基金への拠出 

  △106   △106

株主資本以外の項目の 
中間連結会計期間中の変動額（純額） 

    

中間連結会計期間中の変動額合計 
（百万円） 

― 7 9,043 308 9,360

平成19年９月30日残高（百万円） 22,856 25,117 107,942 △7,475 148,441

  

評価・換算差額等 

新株予約権 少数株主持分 純資産合計 
その他有価証券
評価差額金 

為替換算 
調整勘定 

評価・換算 
差額等合計 

平成19年３月31日残高（百万円） 2,351 4,191 6,542 43 2,763 148,429

中間連結会計期間中の変動額     

剰余金の配当     △1,798

中間純利益     10,948

自己株式の取得     △7

自己株式の処分     323

在外子会社の従業員奨励・ 
福利基金への拠出 

    △106

株主資本以外の項目の 
中間連結会計期間中の変動額（純額） 

241 420 662 52 255 970

中間連結会計期間中の変動額合計 
（百万円） 

241 420 662 52 255 10,330

平成19年９月30日残高（百万円） 2,593 4,611 7,205 95 3,018 158,760



前連結会計年度の連結株主資本等変動計算書（自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日） 

 （注） 平成18年６月の定時株主総会における利益処分項目である。 

  

株主資本 

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計 

平成18年３月31日残高（百万円） 22,856 25,110 83,785 △1,686 130,066

連結会計年度中の変動額     

剰余金の配当（注）   △1,297   △1,297

剰余金の配当   △1,256   △1,256

役員賞与（注）   △222   △222

当期純利益   17,948   17,948

自己株式の取得   △6,514 △6,514

自己株式の処分   △10 416 405

在外子会社の従業員奨励・ 
福利基金への拠出 

  △49   △49

株主資本以外の項目の 
連結会計年度中の変動額（純額） 

    

連結会計年度中の変動額合計（百万円） ― ― 15,113 △6,098 9,014

平成19年３月31日残高（百万円） 22,856 25,110 98,899 △7,784 139,080

  

評価・換算差額等 

新株予約権 少数株主持分 純資産合計 
その他有価証券
評価差額金 

為替換算 
調整勘定 

評価・換算 
差額等合計 

平成18年３月31日残高（百万円） 2,053 1,725 3,779 ― 2,164 136,009

連結会計年度中の変動額     

剰余金の配当（注）     △1,297

剰余金の配当     △1,256

役員賞与（注）     △222

当期純利益     17,948

自己株式の取得     △6,514

自己株式の処分     405

在外子会社の従業員奨励・ 
福利基金への拠出 

    △49

株主資本以外の項目の 
連結会計年度中の変動額（純額） 

298 2,465 2,763 43 599 3,405

連結会計年度中の変動額合計（百万円） 298 2,465 2,763 43 599 12,420

平成19年３月31日残高（百万円） 2,351 4,191 6,542 43 2,763 148,429



④【中間連結キャッシュ・フロー計算書】 

    
前中間連結会計期間 

(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間 
(自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日)

前連結会計年度の 
要約連結キャッシュ・ 

フロー計算書 
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日)

区分 
注記 
番号 

金額（百万円） 金額（百万円） 金額（百万円） 

Ⅰ 営業活動による 
  キャッシュ・フロー 

        

税金等調整前 
中間(当期)純利益 

  11,300 16,044 27,635 

減価償却費   7,327 8,548 15,989 

のれん及び負ののれん 
償却額 

  6 6 13 

貸倒引当金の増減額 
(減少：△) 

  △11 31 2 

賞与引当金の増減額 
(減少：△) 

  319 280 292 

製品保証引当金の増減額 
(減少：△) 

  △1,731 △1,018 △2,998 

退職給付引当金の増減額 
(減少：△) 

  △120 △307 △315 

役員退職慰労引当金の 
増減額(減少：△) 

  9 △29 78 

受取利息及び受取配当金   △253 △387 △519 

支払利息   173 274 400 

為替差損益(差益：△)   △471 △535 △812 

持分法による投資利益   △232 △266 △390 

有形固定資産売却・除却損   103 84 442 

投資有価証券売却益   ― △286 ― 

売上債権の増減額 
(増加：△) 

  △678 3,042 △7,734 

たな卸資産の増減額 
(増加：△) 

  △640 △55 △296 

仕入債務の増減額 
(減少：△) 

  △2,449 △2,586 2,004 

未払消費税等の増減額 
(減少：△) 

  94 △247 382 

役員賞与支払額   △230 ― △230 

その他   2,950 2,292 1,289 

小計   15,465 24,887 35,235 

利息及び配当金の受取額   372 415 639 

利息の支払額   △177 △272 △383 

法人税等の支払額   △3,781 △5,014 △7,481 

営業活動による 
キャッシュ・フロー 

  11,879 20,016 28,010 

 



    
前中間連結会計期間 

(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間 
(自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日)

前連結会計年度の 
要約連結キャッシュ・ 

フロー計算書 
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日)

区分 
注記 
番号 

金額（百万円） 金額（百万円） 金額（百万円） 

Ⅱ 投資活動による 
  キャッシュ・フロー 

        

有価証券の売却及び満期
償還による収入 

  500 8,900 1,800 

有形固定資産の 
取得による支出 

  △9,629 △11,579 △19,553 

有形固定資産の 
売却による収入 

  152 106 255 

投資有価証券の 
取得による支出 

  △8,456 △7,510 △9,458 

投資有価証券の 
売却による収入 

  4 380 4 

関係会社出資持分の 
売却による収入 

  ― ― 124 

貸付けによる支出   △84 △83 △206 

貸付金の回収による収入   114 106 223 

その他   43 △673 32 

投資活動による 
キャッシュ・フロー 

  △17,356 △10,352 △26,777 

Ⅲ 財務活動による 
  キャッシュ・フロー 

        

短期借入金の純増減額 
(△：純減少額) 

  119 57 517 

配当金の支払額   △1,296 △1,796 △2,551 

少数株主への配当金の 
支払額 

  △82 △295 △247 

自己株式の取得による支出   △6,508 △7 △6,514 

その他   97 323 405 

財務活動による 
キャッシュ・フロー 

  △7,669 △1,717 △8,390 

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る
換算差額 

  189 △25 738 

Ⅴ 現金及び現金同等物の 
増減額(△：減少額) 

  △12,956 7,920 △6,418 

Ⅵ 現金及び現金同等物の 
期首残高 

  36,312 29,894 36,312 

Ⅶ 現金及び現金同等物の 
中間期末(期末)残高 

※ 23,355 37,814 29,894 

    



中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

項目 
前中間連結会計期間 

（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

１ 連結の範囲に関す

る事項 

(1）連結子会社の数24社 

 子会社は全て連結されて

いる。 

(1）連結子会社の数24社 

 子会社は全て連結されて

いる。 

(1）連結子会社の数24社 

  子会社は全て連結されて

いる。 

  連結子会社名 

恵那東海理化㈱、エ

ヌ・エス・ケイ㈱、東

海理化サービス㈱、理

化クリーン㈱、理化ト

ランスポート㈱、㈱豊

賀、理化精機㈱、TRAM

㈱、TACマニュファク

チャリング㈱、TRIN

㈱、TRMI㈱、トウカイ

リカカナダ㈱、クオリ

ティー・セイフティ

ー・システムズ・カン

パニー、TRBR インダ

ストリア イ コメルシ

オ㈲、トウカイリカベ

ルギー㈱、TRCZ㈲、TR

B㈱、理嘉工業㈱、佛

山東海理化汽車部件

㈲、天津東海理化汽車

部件㈲、無錫理昌科技

㈲、TRP㈱、タイシー

トベルト㈱、トウカイ

リカ（タイランド）㈱ 

 当中間連結会計期間よ

り、「投資事業組合に対

する支配力基準及び影響

力基準の適用に関する実

務上の取扱い」（企業会

計基準委員会 実務対応

報告第20号 平成18年９

月８日）を適用してい

る。これによりクオリテ

ィー・セイフティー・シ

ステムズ・カンパニーを

当中間連結会計期間の連

結子会社数に含めてい

る。なお、クオリティ

ー・セイフティー・シス

テムズ・カンパニーの財

務諸表は従来より連結子

会社と同様の扱いをして

いるため、連結財務諸表

に与える影響はない。 

連結子会社名 

恵那東海理化㈱、エ

ヌ・エス・ケイ㈱、東

海理化サービス㈱、理

化クリーン㈱、理化ト

ランスポート㈱、㈱豊

賀、理化精機㈱、TRAM

㈱、TACマニュファク

チャリング㈱、TRIN

㈱、TRMI㈱、トウカイ

リカカナダ㈱、クオリ

ティー・セイフティ

ー・システムズ・カン

パニー、TRBR インダ

ストリア イ コメルシ

オ㈲、トウカイリカベ

ルギー㈱、TRCZ㈲、TR

B㈱、理嘉工業㈱、佛

山東海理化汽車部件

㈲、天津東海理化汽車

部件㈲、無錫理昌科技

㈲、TRP㈱、タイシー

トベルト㈱、トウカイ

リカ（タイランド）㈱ 

連結子会社名 

恵那東海理化㈱、エ

ヌ・エス・ケイ㈱、東

海理化サービス㈱、理

化クリーン㈱、理化ト

ランスポート㈱、㈱豊

賀、理化精機㈱、TRAM

㈱、TACマニュファク

チャリング㈱、TRIN

㈱、TRMI㈱、トウカイ

リカカナダ㈱、クオリ

ティー・セイフティ

ー・システムズ・カン

パニー、TRBR インダ

ストリア イ コメルシ

オ㈲、トウカイリカベ

ルギー㈱、TRCZ㈲、TR

B㈱、理嘉工業㈱、佛

山東海理化汽車部件

㈲、天津東海理化汽車

部件㈲、無錫理昌科技

㈲、TRP㈱、タイシー

トベルト㈱、トウカイ

リカ（タイランド）㈱ 

 当連結会計年度より、

「投資事業組合に対する

支配力基準及び影響力基

準の適用に関する実務上

の取扱い」（企業会計基

準委員会 実務対応報告

第20号 平成18年９月８

日）を適用している。こ

れによりクオリティー・

セイフティー・システム

ズ・カンパニーを当連結

会計年度の連結子会社数

に含めている。なお、ク

オリティー・セイフティ

ー・システムズ・カンパ

ニーの財務諸表は従来よ

り連結子会社と同様の扱

いをしているため、連結

財務諸表に与える影響は

ない。 

 



項目 
前中間連結会計期間 

（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

２ 持分法の適用に関

する事項 

(1）持分法適用の関連会社数

８社 

(1）持分法適用の関連会社数

７社 

(1）持分法を適用した関連会

社数８社 

  会社名 

㈱エビシ、㈱TRMACエ

ンジニアリング、東海

理化販売㈱、㈱ミロク

テクノウッド、TGRテ

クニカルセンター㈲、

蘇州華昌機電㈲、㈱ST

F、㈱新昌電機 

会社名 

㈱エビシ、㈱TRMACエン

ジニアリング、東海理

化販売㈱、㈱ミロクテ

クノウッド、TGRテクニ

カルセンター㈲、㈱

STF、㈱新昌電機 

会社名 

㈱エビシ、㈱TRMACエン

ジニアリング、東海理

化販売㈱、㈱ミロクテ

クノウッド、TGRテクニ

カルセンター㈲、蘇州

華昌機電㈲、㈱STF、㈱

新昌電機 

  (2）持分法を適用しない非連

結子会社及び関連会社のう

ち主要な会社等の名称 

ミンダリカ㈱ 

(2）持分法を適用しない非連

結子会社及び関連会社のう

ち主要な会社等の名称 

同左 

(2）持分法を適用しない非連

結子会社及び関連会社のう

ち主要な会社等の名称 

同左 

   なお、持分法非適用会社

は、中間連結純損益及び利

益剰余金等に及ぼす影響が

軽微であり、かつ全体とし

ても重要性がないため、持

分法の適用から除外してい

る。 

同左  なお、持分法非適用会社

は、それぞれ連結純損益及

び利益剰余金等に及ぼす影

響が軽微であり、かつ全体

としても重要性がないた

め、持分法の適用から除外

している。 

  (3）持分法の適用の手続につ

いて特に記載する必要があ

ると認められる事項 

 持分法適用会社のうち、

中間決算日が中間連結決算

日と異なる会社について

は、各社の中間会計期間に

係る財務諸表を使用してい

る。 

(3）持分法の適用の手続につ

いて特に記載する必要があ

ると認められる事項 

同左 

(3）持分法の適用の手続につ

いて特に記載する必要があ

ると認められる事項 

 持分法適用会社のうち、

決算日が連結決算日と異な

る会社については、当該会

社の事業年度に係る財務諸

表を使用している。 

３ 連結子会社の中間

決算日（決算日）等

に関する事項 

 連結子会社である、トウカ

イリカベルギー㈱、TRCZ㈲、

佛山東海理化汽車部件㈲、天

津東海理化汽車部件㈲、無錫

理昌科技㈲、タイシートベル

ト㈱の中間決算日は６月30日

であり、中間連結決算日とは

異なっているが、決算日の差

異が３ヶ月を超えていないた

め、当該子会社の中間財務諸

表を使用して中間連結財務諸

表を作成している。但し、中

間連結決算日との間に生じた

重要な取引については、連結

上必要な調整を行っている。 

 連結子会社である、佛山東

海理化汽車部件㈲、天津東海

理化汽車部件㈲、無錫理昌科

技㈲の中間決算日は６月30日

であり、中間連結決算日とは

異なっているが、決算日の差

異が３ヶ月を超えていないた

め、当該子会社の中間財務諸

表を使用して中間連結財務諸

表を作成している。但し、中

間連結決算日との間に生じた

重要な取引については、連結

上必要な調整を行っている。 

 連結子会社である、トウカ

イリカベルギー㈱、TRCZ㈲、

タイシートベルト㈱は、当連

結会計年度より決算日を従来

の12月31日から３月31日に変

更したので、平成18年１月１

日から平成19年３月31日まで

の15ヶ月間の財務諸表を使用

して連結財務諸表を作成して

いる。 

 佛山東海理化汽車部件㈲、

天津東海理化汽車部件㈲、無

錫理昌科技㈲の決算日は12月

31日であり、連結決算日とは

異なっているが、決算日の差

異が３ヶ月を超えていないた

め、当該子会社の財務諸表を

使用して連結財務諸表を作成

している。但し、連結決算日

との間に生じた重要な取引に

ついては、連結上必要な調整

を行っている。 

 



項目 
前中間連結会計期間 

（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

４ 会計処理基準に関

する事項 

(1）重要な資産の評価基準及

び評価方法 

(a）有価証券 

その他有価証券 

時価のあるもの 

 中間連結決算日の

市場価格等に基づく

時価法による。（評

価差額は全部純資産

直入法により処理

し、売却原価は移動

平均法により算定） 

(1）重要な資産の評価基準及

び評価方法 

(a）有価証券 

その他有価証券 

時価のあるもの 

 同左 

(1）重要な資産の評価基準及

び評価方法 

(a）有価証券 

その他有価証券 

時価のあるもの 

 連結決算日の市場

価格等に基づく時価

法による。（評価差

額は全部純資産直入

法により処理し、売

却原価は移動平均法

により算定） 

  時価のないもの 

 移動平均法による

原価法による。 

時価のないもの 

同左 

時価のないもの 

同左 

  (b）デリバティブ 

 時価法 

(b）デリバティブ 

同左 

(b）デリバティブ 

同左 

  (c）たな卸資産 

当社 

製品、原材料、仕掛

品 

…総平均法による

原価法による。 

(c）たな卸資産 

当社 

製品、原材料、仕掛

品 

同左 

(c）たな卸資産 

当社 

製品、原材料、仕掛

品 

同左 

  貯蔵品 

…先入先出法によ

る原価法によ

る。 

貯蔵品 

同左 

貯蔵品 

同左 

  連結子会社 

 主として総平均法に

よる低価法による。 

連結子会社 

同左 

連結子会社 

同左 

 



項目 
前中間連結会計期間 

（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

４ 会計処理基準に関

する事項 

(2）重要な減価償却資産の減

価償却の方法 

(a）有形固定資産 

当社 

 減価償却累計限度額

を実質残存価額（取得

価額の0.4％）とする

定率法を採用してい

る。 

 但し、平成10年４月

１日以降に取得した建

物（建物附属設備を除

く）、工具器具及び備

品に含まれる金型につ

いては減価償却累計限

度額を実質残存価額

（取得価額の0.4％）

とする定額法を採用し

ている。 

 耐用年数について

は、法人税法に定める

耐用年数を適用してい

る。但し、平成10年３

月以前に取得した建物

については、平成10年

度の法人税法の改正前

の耐用年数を適用して

いる。 

(2）重要な減価償却資産の減

価償却の方法 

(a）有形固定資産 

当社及び国内連結子会

社 

 定率法を採用してい

る。但し、平成10年４

月１日以降に取得した

建物（建物附属設備を

除く）、工具器具及び

備品に含まれる金型に

ついては定額法を採用

している。 

 耐用年数について

は、法人税法に定める

耐用年数を適用してい

る。 

（会計方針の変更） 
 法人税法の改正に伴い、当
社及び国内連結子会社は当中
間連結会計期間より、平成19
年４月１日以降に取得した有
形固定資産について、改正後
の法人税法に基づく減価償却
の方法に変更している。これ
により営業利益、経常利益及
び税金等調整前中間純利益は
それぞれ70百万円減少してい
る。 
 なお、セグメント情報に与
える影響は、当該箇所に記載
している。 
（追加情報） 
 法人税法の改正に伴い、当
社及び国内連結子会社は当中
間連結会計期間より、平成19
年３月31日以前に取得した資
産については、改正前の法人
税法に基づく減価償却の方法
の適用により、帳簿価額が取
得価額の５％に達した資産に
ついては、取得価額の５％相
当額と備忘価額との差額を５
年間で均等償却し、平成19年
４月１日時点で帳簿価額が取
得価額の５％を下回っている
資産については取得価額の
１％を毎期償却し、減価償却
費に含めて計上している。 
 この結果、従来の方法に比
べ、営業利益、経常利益及び
税金等調整前中間純利益はそ
れぞれ109百万円減少してい
る。 
 なお、セグメント情報に与
える影響は、当該箇所に記載
している。 

(2）重要な減価償却資産の減

価償却の方法 

(a）有形固定資産 

当社 

減価償却累計限度額

を実質残存価額（取得

価額の0.4％）とする

定率法を採用してい

る。 

 但し、平成10年４月

１日以降に取得した建

物（建物附属設備を除

く）、工具器具及び備

品に含まれる金型につ

いては減価償却累計限

度額を実質残存価額

（取得価額の0.4％）

とする定額法を採用し

ている。 

耐用年数については、

法人税法に定める耐用

年数を適用している。

但し、平成10年３月以

前に取得した建物につ

いては、平成10年度の

法人税法の改正前の耐

用年数を適用してい

る。 

  連結子会社 

 主として独自の見積

耐用年数による定額法

を採用している。 

在外連結子会社 

 主として独自の見積
耐用年数による定額法

を採用している。 

連結子会社 

 主として独自の見積

耐用年数による定額法

を採用している。 

 



項目 
前中間連結会計期間 

（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

４ 会計処理基準に関

する事項 

(b）無形固定資産及び長期

前払費用 

 定額法を採用してい

る。 

 耐用年数については、

法人税法に定める耐用年

数を適用している。但

し、ソフトウェア（自社

利用分）については、見

込利用可能期間（５年）

に基づいている。 

(b）無形固定資産及び長期

前払費用 

同左 

(b）無形固定資産及び長期

前払費用 

同左 

  (3）重要な引当金の計上基準 

(a）貸倒引当金 

 債権の貸倒れによる損

失に備えるため、主とし

て一般債権については貸

倒実績率により、貸倒懸

念債権等特定の債権につ

いては個別に回収可能性

を勘案し、回収不能見込

額を計上している。 

(3）重要な引当金の計上基準 

(a）貸倒引当金 

同左 

(3）重要な引当金の計上基準 

(a）貸倒引当金 

同左 

  (b）賞与引当金 

 従業員賞与の支給に備

えるため、賞与支給実績

を基準として賞与支給対

象期間のうち当中間連結

会計期間に対応する額を

計上している。 

(b）賞与引当金 

同左 

(b）賞与引当金 

 従業員賞与の支給に備

えるため、賞与支給実績

を基準として賞与支給対

象期間のうち当連結会計

年度に対応する額を計上

している。 

  (c）役員賞与引当金 

 役員賞与の支給に備え

るため、支給見込額に基

づき当中間連結会計期間

に対応する額を計上して

いる。 

(c）役員賞与引当金 

 同左 

(c）役員賞与引当金 

 役員賞与の支給に備え

るため、支給見込額に基

づき当連結会計年度に対

応する額を計上してい

る。 

  (d）製品保証引当金 

 製品の品質保証期間内

に発生する保証費用の支

出に備えるため、過去の

実績を基礎にして当中間

連結会計期間に対応する

発生見込額を計上してい

る。 

(d）製品保証引当金 

同左 

(d）製品保証引当金 

 製品の品質保証期間内

に発生する保証費用の支

出に備えるため、過去の

実績を基礎にして当連結

会計年度に対応する発生

見込額を計上している。 

 



項目 
前中間連結会計期間 

（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

４ 会計処理基準に関

する事項 

(e）退職給付引当金 

 従業員の退職給付に備

えるため、当連結会計年

度末における退職給付債

務及び年金資産の見込額

に基づき、当中間連結会

計期間末において発生し

ていると認められる額を

計上している。 

 数理計算上の差異は、

その発生時の従業員の平

均残存勤務期間以内の一

定の年数（主として15

年）による定額法によ

り、発生年度の翌連結会

計年度から費用処理する

こととしている。過去勤

務債務は、その発生時の

従業員の平均残存勤務期

間以内の一定の年数（主

として５年）による定額

法により、費用処理して

いる。 

(e）退職給付引当金 

同左 

(e）退職給付引当金 

 従業員の退職給付に備

えるため、当連結会計年

度末における退職給付債

務及び年金資産の見込額

に基づき計上している。 

 数理計算上の差異は、

その発生時の従業員の平

均残存勤務期間以内の一

定の年数（主として15

年）による定額法によ

り、発生年度の翌連結会

計年度から費用処理する

こととしている。過去勤

務債務は、その発生時の

従業員の平均残存勤務期

間以内の一定の年数（主

として５年）による定額

法により、費用処理して

いる。 

  (f）役員退職慰労引当金 

 役員の退職慰労金の支

給に充てるため、当社及

び国内連結子会社は内規

に基づく中間連結会計期

間末要支給額を計上して

いる。 

(f）役員退職慰労引当金 

同左 

(f）役員退職慰労引当金 

 役員の退職慰労金の支

給に充てるため、当社及

び国内連結子会社は内規

に基づく期末要支給額を

計上している。 

  (4）中間連結財務諸表の作成

の基礎となった連結会社の

中間財務諸表の作成に当た

って採用した重要な外貨建

の資産又は負債の本邦通貨

への換算の基準 

 外貨建金銭債権債務は、

中間連結決算日の直物為替

相場により円貨に換算し、

換算差額は損益として処理

している。なお、在外子会

社等の資産及び負債は各社

の中間決算日の直物為替相

場により円貨に換算し、収

益及び費用は期中平均相場

により円貨に換算し、換算

差額は「純資産の部」にお

ける「為替換算調整勘定」

及び「少数株主持分」に含

めている。 

(4）中間連結財務諸表の作成

の基礎となった連結会社の

中間財務諸表の作成に当た

って採用した重要な外貨建

の資産又は負債の本邦通貨

への換算の基準 

 同左 

(4）連結財務諸表の作成の基

礎となった連結会社の財務

諸表の作成に当たって採用

した重要な外貨建の資産又

は負債の本邦通貨への換算

の基準 

 外貨建金銭債権債務は、

連結決算日の直物為替相場

により円貨に換算し、換算

差額は損益として処理して

いる。なお、在外子会社等

の資産及び負債は各社の決

算日の直物為替相場により

円貨に換算し、収益及び費

用は期中平均相場により円

貨に換算し、換算差額は

「純資産の部」における

「為替換算調整勘定」及び

「少数株主持分」に含めて

いる。 

 



項目 
前中間連結会計期間 

（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

４ 会計処理基準に関

する事項 

(5）重要なリース取引の処理

方法 

 リース物件の所有権が借

主に移転すると認められる

もの以外のファイナンス・

リース取引については、通

常の賃貸借取引に係る方法

に準じた会計処理によって

いる。 

(5）重要なリース取引の処理

方法 

同左 

(5）重要なリース取引の処理

方法 

同左 

  (6）重要なヘッジ会計の方法 

(a）ヘッジ会計の方法 

 繰延ヘッジ処理を採用

している。なお、為替予

約及び金利通貨スワップ

について振当処理の要件

を満たしている場合は振

当処理を採用している。

また、連結会社間取引を

ヘッジ対象としている為

替予約取引及び金利通貨

スワップ取引について

は、時価評価を行い、評

価差額を当中間連結会計

期間の損益として処理し

ている。 

(6）重要なヘッジ会計の方法 

(a）ヘッジ会計の方法 

 同左 

(6）重要なヘッジ会計の方法 

(a）ヘッジ会計の方法 

 繰延ヘッジ処理を採用

している。なお、為替予

約及び金利通貨スワップ

について振当処理の要件

を満たしている場合は振

当処理を採用している。

また、連結会社間取引を

ヘッジ対象としている為

替予約取引及び金利通貨

スワップ取引について

は、時価評価を行い、評

価差額を当連結会計年度

の損益として処理してい

る。 

  (b）ヘッジ手段とヘッジ対

象 

ヘッジ手段 

…為替予約及び金利

通貨スワップ 

(b）ヘッジ手段とヘッジ対

象 

ヘッジ手段 

…同左 

(b）ヘッジ手段とヘッジ対

象 

ヘッジ手段 

…同左 

  ヘッジ対象 

…外貨建輸出債権、

外貨建輸入債務、

外貨建貸付金 

ヘッジ対象 

…同左 

ヘッジ対象 

…同左 

  (c）ヘッジ方針 

 為替予約取引に関して

は、主として社内規程に

基づき、為替相場動向等

を勘案の上、外貨建輸出

債権及び外貨建輸入債務

に係る為替変動リスクを

ヘッジしている。 

 金利通貨スワップ取引

に関しては、取締役会決

議に基づき、在外関係会

社に対する外貨建貸付金

に係る為替変動リスク及

び金利変動リスクをヘッ

ジしている。 

(c）ヘッジ方針 

 同左 

(c）ヘッジ方針 

 同左 

 



項目 
前中間連結会計期間 

（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

４ 会計処理基準に関

する事項 

(d）ヘッジ有効性評価の方

法 

 当社及び一部の連結子

会社は外貨建輸出債権及

び外貨建輸入債務につい

て個別予約を行ってお

り、為替相場の変動によ

る相関関係は完全に確保

されているため、ヘッジ

は有効である。また、外

貨建予定取引について

は、取引条件の予測可能

性及び実行可能性に基づ

き、ヘッジ対象としての

適格性を検討することに

より、有効性の評価を実

施している。 

(d）ヘッジ有効性評価の方

法 

 同左 

(d）ヘッジ有効性評価の方

法 

 同左 

  (7）その他中間連結財務諸表

作成のための基本となる重

要な事項 

(7）その他中間連結財務諸表

作成のための基本となる重

要な事項 

(7）その他連結財務諸表作成

のための重要な事項 

  消費税等の会計処理 

 消費税等の会計処理は

税抜方式によっている。 

消費税等の会計処理 

同左 

消費税等の会計処理 

同左 

５ 中間連結キャッシ

ュ・フロー計算書

（連結キャッシュ・

フロー計算書）にお

ける資金の範囲 

 手許現金、要求払預金及び

取得日から３ヶ月以内に満期

日の到来する流動性の高い、

容易に換金可能であり、か

つ、価値の変動について僅少

なリスクしか負わない短期的

な投資からなっている。 

同左 同左 



会計処理の変更 

前中間連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

（役員賞与に関する会計基準） 

 当中間連結会計期間より、「役員賞

与に関する会計基準」（企業会計基準

第４号 平成17年11月29日）を適用し

ている。これにより営業利益、経常利

益及び税金等調整前中間純利益はそれ

ぞれ121百万円減少している。 

 なお、セグメント情報に与える影響

は、当該箇所に記載している。 

  

  

 ―――――――――― 

  

（役員賞与に関する会計基準） 

 当連結会計年度より、「役員賞与に

関する会計基準」（企業会計基準第４

号 平成17年11月29日）を適用してい

る。これにより営業利益、経常利益及

び税金等調整前当期純利益はそれぞれ

253百万円減少している。 

 なお、セグメント情報に与える影響

は、当該箇所に記載している。 

（貸借対照表の純資産の部の表示に関

する会計基準等） 

 当中間連結会計期間より、「貸借対

照表の純資産の部の表示に関する会計

基準」（企業会計基準第５号 平成17

年12月９日）及び「貸借対照表の純資

産の部の表示に関する会計基準等の適

用指針」（企業会計基準適用指針第８

号 平成17年12月９日）を適用してい

る。なお、これによる損益に与える影

響はない。 

 これまでの資本の部の合計に相当す

る金額は133,559百万円である。 

 なお、当中間連結会計期間における

中間連結貸借対照表の純資産の部につ

いては、中間連結財務諸表規則の改正

に伴い、改正後の中間連結財務諸表規

則により作成している。 

  

  

  

――――――――――  

（貸借対照表の純資産の部の表示に関

する会計基準等） 

 当連結会計年度より、「貸借対照表

の純資産の部の表示に関する会計基

準」（企業会計基準第５号 平成17年

12月９日）及び「貸借対照表の純資産

の部の表示に関する会計基準等の適用

指針」（企業会計基準適用指針第８号

平成17年12月９日）を適用している。

なお、これによる損益に与える影響は

ない。 

 従来の資本の部の合計に相当する金

額は145,623百万円である。なお、連

結財務諸表規則の改正により、当連結

会計年度における連結財務諸表は、改

正後の連結財務諸表規則により作成し

ている。 

（ストック・オプション等に関する会

計基準等） 

 当中間連結会計期間より、「ストッ

ク・オプション等に関する会計基準」

（企業会計基準第８号 平成17年12月

27日）及び「ストック・オプション等

に関する会計基準の適用指針」（企業

会計基準適用指針第11号 平成18年５

月31日）を適用している。これにより

営業利益、経常利益及び税金等調整前

中間純利益はそれぞれ10百万円減少し

ている。 

 なお、セグメント情報に与える影響

は、当該箇所に記載している。 

  

  

――――――――――  

（ストック・オプション等に関する会

計基準等） 

 当連結会計年度より、「ストック・

オプション等に関する会計基準」（企

業会計基準第８号 平成17年12月27

日）及び「ストック・オプション等に

関する会計基準の適用指針」（企業会

計基準適用指針第11号 平成18年５月

31日）を適用している。これにより営

業利益、経常利益及び税金等調整前当

期純利益はそれぞれ43百万円減少して

いる。 

 なお、セグメント情報に与える影響

は、当該箇所に記載している。 



表示方法の変更 

前中間連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

（中間連結貸借対照表） 

 前中間連結会計期間において、「連結調整勘定」として

掲記していたものは、当中間連結会計期間から「のれん」

と表示している。 

  

  

―――――――――― 

（中間連結キャッシュ・フロー計算書） 

 前中間連結会計期間において、「連結調整勘定償却額」

として掲記していたものは、当中間連結会計期間から「の

れん及び負ののれん償却額」と表示している。 

  

―――――――――― 



注記事項 

（中間連結貸借対照表関係） 

前中間連結会計期間末 
（平成18年９月30日） 

当中間連結会計期間末 
（平成19年９月30日） 

前連結会計年度 
（平成19年３月31日） 

※１ 有形固定資産 

 有形固定資産の減価償却累計額

は、179,733百万円である。 

※１ 有形固定資産 

 有形固定資産の減価償却累計額

は、189,632百万円である。 

※１ 有形固定資産 

 有形固定資産の減価償却累計額

は、183,431百万円である。 

 ２ 偶発債務 

(1）当社は、従業員の下記金融機

関からの住宅資金借入金に対

し、債務保証を行っている。 

 ２ 偶発債務 

(1）当社は、従業員の下記金融機

関からの住宅資金借入金に対

し、債務保証を行っている。 

 ２ 偶発債務 

(1）当社は、従業員の下記金融機

関からの住宅資金借入金に対

し、債務保証を行っている。 

㈱三菱東京UFJ銀行 42百万円 

㈱りそな銀行 21百万円 

計 63百万円 

㈱三菱東京UFJ銀行  30百万円

㈱りそな銀行  17百万円

計 47百万円

㈱三菱東京UFJ銀行  35百万円

㈱りそな銀行  19百万円

計 54百万円

(2）当社は、TACマニュファクチ

ャリング㈱の工場周辺整備事業

のために、ローカル・ディベロ

プメント・ファイナンス・オー

ソリティが発行する債券を、下

記金融機関が引受ける事に対

し、債務保証を行っている。 

(2）当社は、TACマニュファクチ

ャリング㈱の工場周辺整備事業

のために、ローカル・ディベロ

プメント・ファイナンス・オー

ソリティが発行する債券を、下

記金融機関が引受ける事に対

し、債務保証を行っている。 

(2）当社は、TACマニュファクチ

ャリング㈱の工場周辺整備事業

のために、ローカル・ディベロ

プメント・ファイナンス・オー

ソリティが発行する債券を、下

記金融機関が引受ける事に対

し、債務保証を行っている。 

シチズンズバンク 

  40百万円 

  （345千米ドル） 

シチズンズバンク 

   22百万円 

  （195千米ドル）

シチズンズバンク 

   31百万円 

  （270 千米ドル）

※３ のれん及び負ののれんの表示 

 のれんと負ののれんは相殺表示

している。 

※３ のれん及び負ののれんの表示 

 のれんと負ののれんは相殺表示

している。 

※３ のれん及び負ののれんの表示 

  のれんと負ののれんは相殺表示

している。 

のれん 2,061百万円 

負ののれん 20百万円 

相殺後ののれん 2,040百万円 

のれん  2,215百万円

負ののれん  14百万円

相殺後ののれん  2,201百万円

のれん  1,969百万円

負ののれん  17百万円

相殺後ののれん  1,951百万円

※４ 当中間連結会計期間において、

国庫補助金の受入れにより、圧縮

記帳を行っている。なお、その内

訳は機械装置10百万円である。 

 また、国庫補助金の受入れによ

る圧縮記帳累計額は建物及び構築

物138百万円、機械装置164百万円

であり、中間連結貸借対照表計上

額はこの圧縮記帳額を控除してい

る。 

※４ 過年度に取得した資産のうち、

国庫補助金の受入れによる圧縮記

帳累計額は303百万円であり、中

間連結貸借対照表計上額はこの圧

縮記帳額を控除している。 

 なお、その内訳は建物及び構築

物138百万円、機械装置164百万円

である。 

※４ 当連結会計年度において、国庫

補助金の受入れにより、圧縮記帳

を行っている。なお、その内訳は

機械装置10百万円である。 

 また、国庫補助金の受入れによ

る圧縮記帳累計額は建物及び構築

物138百万円、機械装置164百万円

であり、連結貸借対照表計上額は

この圧縮記帳額を控除している。

※５ 中間連結会計期間末日満期手形 

 中間連結会計期間末日満期手形

の会計処理については、手形交換

日をもって決済処理をしている。

なお、当中間連結会計期間の末日

は金融機関の休日であったため、

次の中間連結会計期間末日満期手

形が中間連結会計期間末残高に含

まれている。 

※５ 中間連結会計期間末日満期手形

 中間連結会計期間末日満期手形

の会計処理については、手形交換

日をもって決済処理をしている。

なお、当中間連結会計期間の末日

は金融機関の休日であったため、

次の中間連結会計期間末日満期手

形が中間連結会計期間末残高に含

まれている。 

※５ 連結会計年度末日満期手形 

 連結会計年度末日満期手形の会

計処理については、手形交換日を

もって決済処理をしている。な

お、当連結会計年度の末日は金融

機関の休日であったため、次の連

結会計年度末日満期手形が連結会

計年度末残高に含まれている。 

 受取手形      63百万円

受取手形 60百万円 受取手形  65百万円

支払手形  0百万円

  



（中間連結損益計算書関係） 

前中間連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

※１ 販売費及び一般管理費のうち主

要な費目及び金額は、次の通りで

ある。 

※１ 販売費及び一般管理費のうち主

要な費目及び金額は、次の通りで

ある。 

※１ 販売費及び一般管理費のうち主

要な費目及び金額は、次の通りで

ある。 

給料手当 4,863百万円 

賞与引当金繰入額 1,047百万円 

退職給付費用 258百万円 

役員退職慰労 

引当金繰入額 
122百万円 

役員賞与引当金 

繰入額 
121百万円 

製品保証引当金 

繰入額 
10百万円 

貸倒引当金繰入額 1百万円 

給料手当 4,981百万円

賞与引当金繰入額 1,064百万円

退職給付費用 253百万円

役員退職慰労 

引当金繰入額 
64百万円

役員賞与引当金 

繰入額 
133百万円

製品保証引当金 

繰入額 
796百万円

貸倒引当金繰入額 32百万円

給料手当  9,631百万円

貸倒引当金繰入額  42百万円

賞与引当金繰入額  2,053百万円

役員賞与引当金 

繰入額  

 253百万円

退職給付費用  521百万円

役員退職慰労 

引当金繰入額 
 191百万円

製品保証引当金 

繰入額 
 1,090百万円

※２ 

―――――― 

※２ 固定資産売却益の内訳 

土地 10百万円

※２ 

―――――― 

※３ 

―――――― 

※３ 

―――――― 

※３ 固定資産売却・除却損の内訳 

固定資産売却損 

    建物及び構築物  １百万円

※４ 

―――――― 

※４ 

―――――― 

※４ 特許訴訟和解金等の主なもの

は、芦森工業㈱との和解成立によ

るものである。 

  

     

     



（中間連結株主資本等変動計算書関係） 

前中間連結会計期間（自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日） 

１ 発行済株式の種類及び総数に関する事項 

２ 自己株式の種類及び株式数に関する事項 

（変動事由の概要） 

 増加数の主な内訳は、次の通りである。 

単元未満株式の買取請求による増加     1,448株 

株主総会決議に基づく自己株式の取得  3,000,000株 

 減少数の主な内訳は、次の通りである。 

単元未満株式の買増請求による減少      138株 

新株予約権の権利行使による減少      67,000株 

３ 新株予約権等に関する事項 

 （注） 平成18年新株予約権は、権利行使期間の初日が到来していない。 

４ 配当に関する事項 

(1）配当金支払額 

(2）基準日が当中間連結会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が中間連結会計期間末後となるもの 

株式の種類 
前連結会計年度末 

株式数 
当中間連結会計期
間増加株式数 

当中間連結会計期
間減少株式数 

当中間連結会計期間末
株式数 

普通株式（株） 94,234,171 ― ― 94,234,171 

株式の種類 
前連結会計年度末 

株式数 
当中間連結会計期間

増加株式数 
当中間連結会計期
間減少株式数 

当中間連結会計期間末
株式数 

普通株式（株） 1,579,507 3,001,448 67,138 4,513,817 

区分 内訳 
目的となる
株式の種類 

目的となる株式の数（千株） 当中間連結
会計期間末

残高 
（百万円） 

前連結会計
年度末 

増加 減少 
当中間連結
会計期間末 

提出会社 

平成18年ストッ

クオプションと

しての新株予約

権 

― ― ― ― ― 10 

合計 ― ― ― ― 10 

決議 株式の種類 
配当金の総額 
（百万円） 

１株当たり配当額 
（円） 

基準日 効力発生日 

平成18年６月21日 

定時株主総会 
普通株式 1,297 14 平成18年３月31日 平成18年６月21日 

決議 株式の種類 
配当金の総額 
（百万円） 

配当の原資 
１株当たり 
配当額（円） 

基準日 効力発生日 

平成18年11月１日 

取締役会 
普通株式 1,256 利益剰余金 14 平成18年９月30日 平成18年11月27日



当中間連結会計期間（自 平成19年４月１日 至 平成19年９月30日） 

１ 発行済株式の種類及び総数に関する事項 

２ 自己株式の種類及び株式数に関する事項 

（変動事由の概要） 

 増加数の主な内訳は、次の通りである。 

単元未満株式の買取請求による増加     2,293株 

 減少数の主な内訳は、次の通りである。 

単元未満株式の買増請求による減少      233株 

新株予約権の権利行使による減少     175,700株 

３ 新株予約権等に関する事項 

 （注） 平成18年新株予約権、平成19年新株予約権は、権利行使期間の初日が到来していない。 

４ 配当に関する事項 

(1）配当金支払額 

(2）基準日が当中間連結会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が中間連結会計期間末後となるもの

株式の種類 
前連結会計年度末 

株式数 
当中間連結会計期
間増加株式数 

当中間連結会計期
間減少株式数 

当中間連結会計期間末
株式数 

普通株式（株） 94,234,171 ― ― 94,234,171 

株式の種類 
前連結会計年度末 

株式数 
当中間連結会計期
間増加株式数 

当中間連結会計期
間減少株式数 

当中間連結会計期間末
株式数 

普通株式（株） 4,329,938 2,293 175,933 4,156,298 

区分 内訳 
目的となる
株式の種類 

目的となる株式の数（千株） 当中間連結
会計期間末

残高 
（百万円） 

前連結会計
年度末 

増加 減少 
当中間連結
会計期間末 

 提出会社 

平成18年ストッ

クオプションと

しての新株予約

権 

― ― ― ― ― 75 

平成19年ストッ

クオプションと

しての新株予約

権 

 ― ― ― ― ― 19 

合計 ― ― ― ― 95 

決議 株式の種類 
配当金の総額 
（百万円） 

１株当たり配当額 
（円） 

基準日 効力発生日 

平成19年６月20日 

定時株主総会 
普通株式 1,798 20 平成19年３月31日 平成19年６月21日 

決議 株式の種類 
配当金の総額 
（百万円） 

配当の原資 
１株当たり 
配当額（円） 

基準日 効力発生日 

平成19年11月１日 

取締役会 
普通株式 2,071 利益剰余金 23 平成19年９月30日 平成19年11月26日



前連結会計年度（自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日） 

１ 発行済株式の種類及び総数に関する事項 

２ 自己株式の種類及び株式数に関する事項 

（変動事由の概要） 

 増加数の主な内訳は、次の通りである。 

単元未満株式の買取請求による増加        3,575株 

株主総会決議に基づく自己株式の取得     3,000,000株 

 減少数の主な内訳は、次の通りである。 

単元未満株式の買増請求による減少          144株 

新株予約権の権利行使による減少        253,000株 

３ 新株予約権等に関する事項 

 （注） 平成18年新株予約権は、権利行使期間の初日が到来していない。 

４ 配当に関する事項 

(1）配当金支払額 

(2）基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの 

株式の種類 
前連結会計年度末 

株式数 
当連結会計年度 
増加株式数 

当連結会計年度 
減少株式数 

当連結会計年度末 
株式数 

普通株式（株） 94,234,171 ― ― 94,234,171 

株式の種類 
前連結会計年度末 

株式数 
当連結会計年度 
増加株式数 

当連結会計年度 
減少株式数 

当連結会計年度末 
株式数 

普通株式（株） 1,579,507 3,003,575 253,144 4,329,938 

区分 内訳 
目的となる
株式の種類 

目的となる株式の数（千株） 
当連結会計
年度末残高 
（百万円） 前連結会計

年度末 
増加 減少 

当連結会計
年度末 

提出会社 

平成18年ストッ

クオプションと

しての新株予約

権 

― ― ― ― ― 43 

合計 ― ― ― ― 43 

決議 株式の種類 
配当金の総額 
（百万円） 

１株当たり配当額 
（円） 

基準日 効力発生日 

平成18年６月21日 

定時株主総会 
普通株式 1,297 14 平成18年３月31日 平成18年６月21日 

平成18年11月１日 

取締役会 
普通株式 1,256 14  平成18年９月30日 平成18年11月27日 

決議 株式の種類 
配当金の総額 
（百万円） 

配当の原資 
１株当たり 
配当額（円） 

基準日 効力発生日 

平成19年６月20日 

定時株主総会 
普通株式 1,798 利益剰余金 20 平成19年３月31日 平成19年６月21日



（中間連結キャッシュ・フロー計算書関係） 

前中間連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

※ 現金及び現金同等物の中間期末残

高と中間連結貸借対照表に掲記され

ている科目の金額との関係 

（平成18年９月30日現在） 

※ 現金及び現金同等物の中間期末残

高と中間連結貸借対照表に掲記され

ている科目の金額との関係 

（平成19年９月30日現在） 

※ 現金及び現金同等物の期末残高と

連結貸借対照表に掲記されている科

目の金額との関係 

（平成19年３月31日現在） 

現金及び預金勘

定 
10,967百万円 

有価証券勘定 23,020百万円 

計 33,987百万円 

預入期間が３ヶ

月を超える定期

預金 

△457百万円 

取得日から償還

日までの期間が

３ヶ月を超える

短期投資 

△10,174百万円 

現金及び現金同

等物 
23,355百万円 

現金及び預金勘

定 
 15,994百万円

有価証券勘定  24,691百万円

計  40,686百万円

預入期間が３ヶ

月を超える定期

預金 

 △873百万円

取得日から償還

日までの期間が

３ヶ月を超える

短期投資 

 △1,997百万円

現金及び現金同

等物 
 37,814百万円

現金及び預金勘

定 
 13,455百万円

有価証券勘定  26,193百万円

計  39,648百万円

預入期間が３ヶ

月を超える定期

預金 

 △374百万円

取得日から償還

日までの期間が

３ヶ月を超える

短期投資 

 △9,380百万円

現金及び現金同

等物 
 29,894百万円



（リース取引関係） 

次へ 

前中間連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

リース物件の所有権が借主に移転する

と認められるもの以外のファイナン

ス・リース取引 

(1）リース物件の取得価額相当額、減

価償却累計額相当額及び中間期末

残高相当額 

リース物件の所有権が借主に移転する

と認められるもの以外のファイナン

ス・リース取引 

(1）リース物件の取得価額相当額、減

価償却累計額相当額及び中間期末

残高相当額 

リース物件の所有権が借主に移転する

と認められるもの以外のファイナン

ス・リース取引 

(1）リース物件の取得価額相当額、減

価償却累計額相当額及び期末残高

相当額 

  
取得価額
相当額 

（百万円）

減価償却
累計額 
相当額 

（百万円） 

中間期末
残高 

相当額 
（百万円） 

機械装置 
及び運搬
具 

450 214 235 

工具器具
及び備品 

52 24 28 

ソフトウ
ェア 

22 0 21 

合計 525 239 285 

  
取得価額
相当額 

（百万円）

減価償却
累計額 
相当額 

（百万円）

中間期末
残高 
相当額 

（百万円）

機械装置 
及び運搬
具 

518 314 203

工具器具
及び備品 

84 31 53

ソフトウ
ェア 

22 5 17

合計 624 350 274

取得価額
相当額 

（百万円）

減価償却
累計額 
相当額 

（百万円） 

期末残高
相当額 

（百万円）

機械装置 
及び運搬
具 

492 264 227

工具器具
及び備品 

84 21 62

ソフトウ
ェア 

22 3 19

合計 598 288 309

(2）未経過リース料中間期末残高相当

額 

(2）未経過リース料中間期末残高相当

額 

(2）未経過リース料期末残高相当額 

１年内 109百万円

１年超 180百万円

合計 289百万円

１年内 119百万円

１年超 158百万円

合計 278百万円

１年内 127百万円

１年超 186百万円

合計 313百万円

(3）支払リース料、減価償却費相当額

及び支払利息相当額 

(3）支払リース料、減価償却費相当額

及び支払利息相当額 

(3）支払リース料、減価償却費相当額

及び支払利息相当額 

支払リース料 50百万円

減価償却費相当額 48百万円

支払利息相当額 2百万円

支払リース料 72百万円

減価償却費相当額 69百万円

支払利息相当額 3百万円

支払リース料 117百万円

減価償却費相当額 112百万円

支払利息相当額 5百万円

(4）減価償却費相当額の算定方法 

 リース期間を耐用年数とし、残存

価額を零とする定額法によってい

る。 

(4）減価償却費相当額の算定方法 

同左 

(4）減価償却費相当額の算定方法 

同左 

(5）利息相当額の算定方法 

 リース料総額とリース物件の取得

価額相当額との差額を利息相当額と

し、各期への配分方法については、

利息法によっている。 

(5）利息相当額の算定方法 

同左 

(5）利息相当額の算定方法 

同左 

（減損損失について） 

 リース資産に配分された減損損失は

ないため、項目等の記載は省略してい

る。 

（減損損失について） 

同左 

（減損損失について） 

同左 



（有価証券関係） 

前中間連結会計期間末（平成18年９月30日） 

１ その他有価証券で時価のあるもの 

２ 時価評価されていない主な有価証券の内容 

当中間連結会計期間末（平成19年９月30日） 

１ その他有価証券で時価のあるもの 

２ 時価評価されていない主な有価証券の内容 

  取得原価（百万円） 
中間連結貸借対照表計上額 

（百万円） 
差額（百万円） 

(1）株式 2,237 5,531 3,294 

(2）債券 13,275 13,232 △43 

国債・地方債等 7,369 7,369 △0 

社債 5,402 5,409 7 

その他 503 453 △50 

(3）その他 260 263 3 

合計 15,772 19,028 3,256 

  中間連結貸借対照表計上額（百万円） 

その他有価証券   

MMF 12,846 

非上場株式 157 

  取得原価（百万円） 
中間連結貸借対照表計上額 

（百万円） 
差額（百万円） 

(1）株式 2,148 6,589 4,441 

(2）債券 16,601 16,557 △44 

国債・地方債等 9,485 9,484  △0 

社債 6,613 6,621 7 

その他 502 450 △51 

(3）その他 258 260 1 

合計 19,008 23,407 4,398 

  中間連結貸借対照表計上額（百万円） 

その他有価証券   

MMF 17,698 

非上場株式 161 



前連結会計年度末（平成19年３月31日） 

１ その他有価証券で時価のあるもの 

２ 時価評価されていない主な有価証券の内容 

  取得原価（百万円） 
連結貸借対照表計上額 

（百万円） 
差額（百万円） 

(1）株式 2,239 6,339 4,099 

(2）債券 13,247 13,200 △46 

国債・地方債等 7,386 7,382 △3 

社債 5,098 5,106 7 

その他 762 712 △50 

(3）その他 ― ― ― 

合計 15,486 19,540 4,053 

  連結貸借対照表計上額（百万円） 

その他有価証券   

MMF 16,813 

非上場株式 157 



（デリバティブ取引関係） 

前中間連結会計期間末（平成18年９月30日） 

デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益の状況 

 （注）１ 時価の算定方法 

取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定している。 

２ ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引は除いている。 

３ 下記金利通貨スワップ取引は連結会社間の債権債務の相殺に伴い発生した評価損益である。 

４ 中間連結貸借対照表上、相殺消去されている連結会社向け債権債務の為替変動リスク等をヘッジする目的で

締結している通貨関連の契約額等、時価及び評価損益は次の通りである。 

対象物の種類 取引の種類 契約額等（百万円） 時価（百万円） 評価損益（百万円） 

通貨 

オプション取引 

買建プット 

米ドル 

2,122 2,177 54 

合計 2,122 2,177 54 

対象物の種類 取引の種類 
契約額等 
（百万円） 

時価 
（百万円） 

評価損益 
（百万円） 

通貨 為替予約取引       

  米ドル・売建 6,987 7,151 △164 

  ユーロ・売建 2,703 2,762 △59 

  米ドル・買建 49 49 0 

金利、通貨 金利通貨スワップ取引       

  

日本円・ユーロ 

受取固定金利・ 

支払変動金利 

4,357 △523 △523 

  

日本円・米ドル 

受取固定金利・ 

支払変動金利 

1,253 △192 △192 

合計 15,350 9,246 △939 



当中間連結会計期間末（平成19年９月30日） 

デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益の状況 

(注)１ 時価の算定方法 

    取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定している。 

２ ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引は除いている。 

３ 下記金利通貨スワップ取引は連結会社間の債権債務の相殺に伴い発生した評価損益である。 

４ 中間連結貸借対照表上、相殺消去されている連結会社向け債権債務の為替変動リスクをヘッジする目的で締結し

ている通貨関連の契約額等、時価及び評価損益は次の通りである。 

前連結会計年度末（平成19年３月31日） 

当連結会計年度末において、ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引はない。 

 なお、連結貸借対照表上、相殺消去されている連結会社向け債権債務の為替変動リスク等をヘッジする目的で

締結している通貨関連の契約額等、時価及び評価損益は次の通りである。 

(注)１ 時価の算定方法 

取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定している。 

２ ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引は除いている。 

３ 上記金利通貨スワップ取引は連結会社間の債権債務の相殺に伴い発生した評価損益である。 

対象物の種類 取引の種類 契約額等（百万円） 時価（百万円） 評価損益（百万円） 

通貨 為替予約取引       

   ユーロ・売建 1,372 1,348 24 

   日本円・買建 218 202 △16 

合計 1,591 1,550 7 

対象物の種類 取引の種類 
契約額等 
（百万円） 

時価 
（百万円） 

評価損益 
（百万円） 

通貨 為替予約取引       

  米ドル・売建 7,357 7,243 113 

  ユーロ・売建 3,347 3,379 △31 

  米ドル・買建 73 73 0 

金利、通貨 金利通貨スワップ取引       

  
日本円・ユーロ
受取固定金利・ 
支払変動金利 

4,357 △976 △976 

  
日本円・米ドル
受取固定金利・ 
支払変動金利 

1,253 △162 △162 

合計 16,389 9,558 △1,056 

対象物の種類 取引の種類 
契約額等 
（百万円） 

時価 
（百万円） 

評価損益 
（百万円） 

通貨 為替予約取引   

  米ドル・売建 7,265 7,202 63

  ユーロ・売建 3,481 3,530 △49

  米ドル・買建 58 58 0

金利、通貨 金利通貨スワップ取引 

日本円・ユーロ 
受取固定金利・ 
支払変動金利 

4,357 △769 △769 

日本円・米ドル 
受取固定金利・ 
支払変動金利 

1,253 △193 △193 

合計 16,417 9,828 △948 



（ストック・オプション等関係） 

前中間連結会計期間（自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日） 

１．ストック・オプションに係る当中間連結会計期間における費用計上額及び科目名 

売上原価             2百万円 

販売費及び一般管理費      8百万円 

２．当中間連結会計期間に付与したストック・オプションの内容 

当中間連結会計期間（自 平成19年４月１日 至 平成19年９月30日） 

１．ストック・オプションに係る当中間連結会計期間における費用計上額及び科目名 

売上原価           12百万円 

販売費及び一般管理費     39百万円 

２．当中間連結会計期間に付与したストック・オプションの内容 

  平成18年ストック・オプション 

付与対象者の区分及び人数 
当社取締役 23名、当社従業員 112名、 

当社関係会社取締役等 19名 

株式の種類別のストック・オプションの付与数 普通株式 353,500株 

付与日 平成18年８月１日 

権利確定条件 当該事項なし 

対象勤務期間 当該事項なし 

権利行使期間 平成20年８月１日から平成24年７月31日まで 

権利行使価格（円） 2,346 

付与日における公正な評価単価（円） 366 

  平成19年ストック・オプション 

付与対象者の区分及び人数 
当社取締役 23名、当社従業員 120名、 

当社関係会社取締役等 19名 

株式の種類別のストック・オプションの付与数  普通株式 376,000株 

付与日  平成19年８月１日 

権利確定条件  当該事項なし 

対象勤務期間  当該事項なし 

権利行使期間  平成21年８月１日から平成25年７月31日まで 

権利行使価格（円） 3,498 

付与日における公正な評価単価（円） 632 



前連結会計年度（自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日） 

１．ストック・オプションに係る当連結会計年度における費用計上額及び科目名 

売上原価            9百万円 

販売費及び一般管理費     33百万円 

２．当連結会計年度において存在したストック・オプションの内容 

  

(注) 株式数に換算して記載している。 

  
平成13年 

ストック・オプション 

平成14年 

ストック・オプション  

平成15年 

ストック・オプション  

付与対象者の区分及び人数 当社取締役 21名 

当社取締役 21名 

連結子会社取締役 15名 

当社使用人 87名 

当社取締役 22名 

連結子会社取締役 17名 

当社使用人 91名 

株式の種類別の 

ストック・オプションの数(注) 
普通株式 205,000株 普通株式 410,000株 普通株式 444,000株 

付与日 平成13年８月１日 平成14年８月１日 平成15年８月１日 

権利確定条件 当該事項なし 当該事項なし 当該事項なし 

対象勤務期間 当該事項なし 当該事項なし 当該事項なし 

権利行使期間 
自 平成15年７月１日 

至 平成19年６月30日 

自 平成16年７月１日 

至 平成20年６月30日 

自 平成17年７月１日 

至 平成21年６月30日 

権利行使価格(円) 1,202 970 853 

付与日における公正な評価単価(円) ― ― ― 

  
平成16年 

ストック・オプション 

平成17年 

ストック・オプション  

平成18年 

ストック・オプション  

付与対象者の区分及び人数 

当社取締役 22名 

連結子会社取締役 16名 

当社従業員 94名 

当社取締役 23名 

関係会社取締役 17名 

当社従業員 102名 

当社取締役 23名 

関係会社取締役等 19名 

当社従業員 112名 

株式の種類別の 

ストック・オプションの数(注) 
普通株式 438,000株 普通株式 471,000株 普通株式 353,500株 

付与日 平成16年８月２日 平成17年８月１日 平成18年８月１日 

権利確定条件 当該事項なし 当該事項なし 当該事項なし 

対象勤務期間 当該事項なし 当該事項なし 当該事項なし 

権利行使期間 
自 平成18年７月１日 

至 平成22年６月30日 

自 平成19年７月１日 

至 平成23年６月30日 

自 平成20年８月１日 

至 平成24年７月31日 

権利行使価格(円) 1,862 1,996 2,346 

付与日における公正な評価単価(円) ― ― 366 



（セグメント情報） 

【事業の種類別セグメント情報】 

前中間連結会計期間（自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日） 

 当社グループは、スイッチ、キーロック、シートベルト等、自動車用部品の専門メーカーであり、当該部品

の売上高及び営業利益の金額がそれぞれ全セグメントの売上高の合計及び営業利益の金額の合計の90％超とな

っているため、事業の種類別セグメント情報の記載を省略している。 

当中間連結会計期間（自 平成19年４月１日 至 平成19年９月30日） 

 当社グループは、スイッチ、キーロック、シートベルト等、自動車用部品の専門メーカーであり、当該部品

の売上高及び営業利益の金額がそれぞれ全セグメントの売上高の合計及び営業利益の金額の合計の90％超とな

っているため、事業の種類別セグメント情報の記載を省略している。 

前連結会計年度（自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日） 

 当社グループは、スイッチ、キーロック、シートベルト等、自動車用部品の専門メーカーであり、当該部品

の売上高、営業利益及び資産の金額がそれぞれ全セグメントの売上高の合計、営業利益及び全セグメントの資

産の金額の合計の90％超となっているため、事業の種類別セグメント情報の記載を省略している。 



【所在地別セグメント情報】 

前中間連結会計期間（自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日） 

 （注）１ 国又は地域の区分は、地理的近接度によっている。 

２ 本邦以外の区分に属する主な国又は地域 

(1）北米……………アメリカ、カナダ 

(2）アジア…………中国、台湾、フィリピン、タイ 

(3）その他の地域…イギリス、チェコ 

３ 従来「その他の地域」に含めていた「アジア」について前期より当該セグメントの売上高が全セグメントの

売上高の10％以上となったため、区分掲記している。 

なお、前年同期における当該セグメントの売上高、営業利益はそれぞれ16,667百万円、1,971百万円であ

る。 

４ 当中間連結会計期間より「役員賞与に関する会計基準」（企業会計基準第４号 平成17年11月29日）及び

「ストック・オプション等に関する会計基準」（企業会計基準第８号 平成17年12月27日）並びに「ストッ

ク・オプション等に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第11号 最終改正平成18年５月31

日）を適用している。 

この変更に伴い、従来の方法によった場合に比べて、「日本」の営業費用は132百万円増加し、営業利益が

同額減少している。 

  
日本 

（百万円） 
北米 

（百万円） 
アジア 

（百万円） 
その他の地域
（百万円） 

計 
（百万円） 

消去又は全社 
（百万円） 

連結 
（百万円） 

売上高               

(1）外部顧客に対す

る売上高 
119,156 40,508 18,336 11,442 189,443 ― 189,443 

(2）セグメント間の

内部売上高 
20,227 104 3,047 12 23,391 △23,391 ― 

計 139,383 40,612 21,384 11,454 212,835 △23,391 189,443 

営業費用 132,650 39,514 19,758 11,041 202,965 △23,722 179,242 

営業利益 6,733 1,097 1,625 413 9,869 331 10,200 



当中間連結会計期間（自 平成19年４月１日 至 平成19年９月30日） 

 （注）１ 国又は地域の区分は、地理的近接度によっている。 

２ 本邦以外の区分に属する主な国又は地域 

(1）北米……………アメリカ、カナダ 

(2）アジア…………中国、台湾、フィリピン、タイ 

(3）その他の地域…イギリス、チェコ 

３ 法人税法の改正に伴い、当社及び国内子会社は当中間連結会計期間より、平成19年４月１日以降に取得した

有形固定資産について、改正後の法人税法に基づく減価償却の方法に変更している。 

 この変更に伴い、従来の方法によった場合に比べて、「日本」の営業費用は70百万円増加し、営業利益が同

額減少している。 

４ 法人税法の改正に伴い、当社及び国内子会社は当中間連結会計期間より、平成19年３月31日以前に取得した

資産については、改正前の法人税法に基づく減価償却の方法の適用により、帳簿価額が取得価額の５％に達し

た資産については、取得価額の５％相当額と備忘価額との差額を５年間で均等償却し、平成19年４月１日時点

で帳簿価額が取得価額の５％を下回っている資産については取得価額の１％を毎期償却し、減価償却費に含め

て計上している。 

  この変更に伴い、従来の方法によった場合に比べて、「日本」の営業費用は109百万円増加し、営業利益

が同額減少している。 

  
日本 

（百万円） 
北米 

（百万円） 
アジア 

（百万円） 
その他の地域
（百万円） 

計 
（百万円） 

消去又は全社 
（百万円） 

連結 
（百万円） 

売上高               

(1）外部顧客に対す

る売上高 
125,384 47,509 25,589 13,875 212,359 ― 212,359 

(2）セグメント間の

内部売上高 
24,084 87 3,602 17 27,791 △27,791 ― 

計 149,469 47,597 29,192 13,893 240,151 △27,791 212,359 

営業費用 140,581 46,301 25,035 13,391 225,310 △27,880 197,429 

営業利益 8,887 1,295 4,156 501 14,841 89 14,930 



前連結会計年度（自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日） 

 （注）１ 国又は地域の区分は、地理的近接度によっている。 

２ 本邦以外の区分に属する主な国又は地域 

(1）北米……………アメリカ、カナダ 

(2）アジア…………中国、台湾、フィリピン、タイ 

(2）その他の地域…イギリス、チェコ 

３ 当連結会計年度より「役員賞与に関する会計基準」(企業会計基準第４号 平成17年11月29日)及び「ストッ

ク・オプション等に関する会計基準」(企業会計基準第８号 平成17年12月27日)並びに「ストック・オプショ

ン等に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第11号 最終改正平成18年５月31日)を適用してい

る。 

 この変更に伴い、従来の方法によった場合に比べて、「日本」の営業費用は296百万円増加し、営業利益が

同額減少している。 

  
日本 

（百万円） 
北米 

（百万円） 
アジア 

（百万円） 
その他の地域
（百万円） 

計 
（百万円） 

消去又は全社 
（百万円） 

連結 
（百万円） 

売上高               

(1）外部顧客に対す

る売上高 
252,550 83,748 40,819 28,021 405,139 ― 405,139 

(2）セグメント間の

内部売上高 
42,280 201 6,330 25 48,838 △48,838 ― 

計 294,831 83,949 47,150 28,047 453,978 △48,838 405,139 

営業費用 277,500 82,034 42,689 27,070 429,295 △49,055 380,240 

営業利益 17,330 1,915 4,460 976 24,682 217 24,899 



【海外売上高】 

前中間連結会計期間（自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日） 

 （注）１ 国又は地域の区分は、地理的近接度によっている。 

２ 各区分に属する主な国又は地域 

(1）北米……………アメリカ、カナダ 

(2）アジア…………中国、台湾、フィリピン、タイ 

(3）その他の地域…イギリス、チェコ 

３ 海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高である。 

４ 従来「その他の地域」に含めていた「アジア」について前期より当該セグメントの売上高が連結売上高の

10％以上となったため、区分掲記している。 

なお、前年同期における当該セグメントの海外売上高及び連結売上高に占める海外売上高の割合はそれぞれ

16,782百万円、9.9％である。 

当中間連結会計期間（自 平成19年４月１日 至 平成19年９月30日） 

 （注）１ 国又は地域の区分は、地理的近接度によっている。 

２ 各区分に属する主な国又は地域 

(1）北米……………アメリカ、カナダ 

(2）アジア…………中国、台湾、フィリピン、タイ 

(3）その他の地域…イギリス、チェコ 

３ 海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高である。 

前連結会計年度（自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日） 

 （注）１ 国又は地域の区分は、地理的近接度によっている。 

２ 各区分に属する主な国又は地域 

(1）北米……………アメリカ、カナダ 

(2）アジア…………中国、台湾、フィリピン、タイ 

(3）その他の地域…イギリス、チェコ 

３ 海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高である。 

  北米 アジア その他の地域 計 

Ⅰ 海外売上高（百万円） 40,283 20,903 11,742 72,928 

Ⅱ 連結売上高（百万円）       189,443 

Ⅲ 連結売上高に占める海外売

上高の割合（％） 
21.3 11.0 6.2 38.5 

  北米 アジア その他の地域 計 

Ⅰ 海外売上高（百万円） 47,441 28,267 14,263 89,972 

Ⅱ 連結売上高（百万円）       212,359 

Ⅲ 連結売上高に占める海外売

上高の割合（％） 
22.3 13.3 6.8 42.4 

  北米 アジア その他の地域 計 

Ⅰ 海外売上高（百万円） 83,309 45,467 28,617 157,394 

Ⅱ 連結売上高（百万円）       405,139 

Ⅲ 連結売上高に占める海外売

上高の割合（％） 
20.6 11.2 7.1 38.9 



（１株当たり情報） 

 （注）１ １株当たり中間（当期）純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり中間（当期）純利益金額の算定上の基礎

は、以下の通りである。 

 （注）２ １株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下の通りである。 

（重要な後発事象） 

 該当事項なし。 

(2）【その他】 

 該当事項なし。 

前中間連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

１株当たり 

純資産額 
1,488円62銭

１株当たり 

中間純利益金額 
79円15銭

潜在株式調整後１株 

当たり中間純利益金額 
78円90銭

１株当たり 

純資産額 
1,727円91銭

１株当たり 

中間純利益金額 
121円67銭

潜在株式調整後１株 

当たり中間純利益金額 
121円21銭

１株当たり 

純資産額 
1,619円76銭

１株当たり 

当期純利益金額 
197円45銭

潜在株式調整後１株 

当たり当期純利益金額 
196円76銭

  
前中間連結会計期間 

（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日）

当中間連結会計期間 
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日）

前連結会計年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日）

１株当たり中間（当期）純利益金額       

中間（当期）純利益（百万円） 7,268 10,948 17,948 

普通株主に帰属しない金額 

（百万円） 
― ― ― 

普通株式に係る中間（当期）純利益 

（百万円） 
7,268 10,948 17,948 

期中平均株式数（千株） 91,833 89,986 90,904 

潜在株式調整後１株当たり中間 

（当期）純利益金額 
      

普通株式増加数（千株） 288 340 318 

（うち新株予約権） (288) (340) (318)

希薄化効果を有しないため、潜在株

式調整後１株当たり中間（当期）純

利益金額の算定に含めなかった潜在

株式の概要 

 新株予約権１種類（新

株予約権の数3,535

個）。詳細は、第４提出

会社の状況 １株式等の

状況(2）新株予約権等の

状況に記載の通り。 

 新株予約権１種類（新

株予約権の数3,760

個）。詳細は、第４提出

会社の状況 １株式等の

状況(2）新株予約権等の

状況に記載の通り。 

――――――― 

  
前中間連結会計期間末 
（平成18年９月30日） 

当中間連結会計期間末 
（平成19年９月30日） 

前連結会計年度末 
（平成19年３月31日） 

純資産の部の合計額（百万円） 135,907 158,760 148,429 

純資産の部の合計額から控除する金

額（百万円） 
2,348 3,113 2,806 

（うち新株予約権） (10) (95) (43)

（うち少数株主持分） (2,337) (3,018) (2,763)

普通株式に係る中間期末（期末）の

純資産額（百万円） 
133,559 155,646 145,623 

１株当たり純資産額の算定に用いら

れた中間期末（期末）の普通株式の

数（千株） 

89,720 90,077 89,904 



２【中間財務諸表等】 

(1）【中間財務諸表】 

①【中間貸借対照表】 

    
前中間会計期間末 

（平成18年９月30日） 
当中間会計期間末 

（平成19年９月30日） 
前事業年度の要約貸借対照表 

（平成19年３月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（百万円） 
構成比
（％）

金額（百万円） 
構成比
（％）

金額（百万円） 
構成比
（％）

（資産の部）           

Ⅰ 流動資産           

１ 現金及び預金   1,274   398 732   

２ 受取手形 ※５ 563   599 617   

３ 売掛金   56,158   61,020 62,695   

４ 有価証券   22,746   24,273 25,921   

５ たな卸資産   9,544   10,085 9,863   

６ その他   11,332   10,196 11,346   

７ 貸倒引当金   △57   △55 △55   

流動資産合計     101,562 51.9 106,519 50.7   111,121 53.2

Ⅱ 固定資産           

１ 有形固定資産 ※１         

(1）建物 ※４ 10,761   12,725 11,292   

(2）機械及び装置 ※４ 17,312   17,467 18,265   

(3）工具器具及び備品   6,158   6,593 6,426   

(4）土地   7,402   7,389 7,402   

(5）その他 ※４ 3,984   3,625 4,869   

有形固定資産合計     45,619 23.3 47,801 22.7   48,257 23.1

２ 無形固定資産     1,219 0.6 1,608 0.8   1,476 0.7

３ 投資その他の資産           

(1）投資有価証券   19,414   26,967 20,628   

(2）その他   27,953   27,348 27,530   

(3）貸倒引当金   △60   △57 △57   

投資その他の資産 
合計 

    47,308 24.2 54,257 25.8   48,101 23.0

固定資産合計     94,148 48.1 103,667 49.3   97,835 46.8

資産合計     195,710 100.0 210,186 100.0   208,956 100.0 

            

 



    
前中間会計期間末 

（平成18年９月30日） 
当中間会計期間末 

（平成19年９月30日） 
前事業年度の要約貸借対照表 

（平成19年３月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（百万円） 
構成比
（％）

金額（百万円） 
構成比
（％）

金額（百万円） 
構成比
（％）

（負債の部）           

Ⅰ 流動負債           

１ 支払手形   1,965   2,043 1,977   

２ 買掛金   42,606   44,400 46,815   

３ 未払法人税等   2,517   3,418 4,058   

４ 未払消費税等 ※３ 271   306 528   

５ 賞与引当金   4,353   4,614 4,345   

６ 役員賞与引当金   81   86 168   

７ 製品保証引当金   4,402   2,400 3,409   

８ その他   10,430   10,379 11,558   

流動負債合計     66,630 34.0 67,649 32.2   72,862 34.9

Ⅱ 固定負債           

１ 退職給付引当金   15,452   16,005 15,748   

２ 役員退職慰労引当金    383   385 426   

３ その他   ―   22 ―   

固定負債合計     15,836 8.1 16,412 7.8   16,175 7.7

負債合計     82,466 42.1 84,062 40.0   89,038 42.6

            

（純資産の部）           

Ⅰ 株主資本           

１ 資本金     22,856 11.7 22,856 10.9   22,856 10.9

２ 資本剰余金           

(1）資本準備金   25,110   25,110 25,110   

(2）その他資本剰余金   15   7 ―   

資本剰余金合計     25,125 12.8 25,117 11.9   25,110 12.0

３ 利益剰余金           

(1）利益準備金   3,290   3,290 3,290   

(2）その他利益剰余金           

特別償却準備金   102   72 87   

別途積立金   59,100   69,100 59,100   

繰越利益剰余金   9,171   10,688 15,092   

利益剰余金合計     71,664 36.6 83,151 39.6   77,570 37.1

４ 自己株式     △8,112 △4.1 △7,475 △3.6   △7,784 △3.6

株主資本合計     111,533 57.0 123,649 58.8   117,751 56.4

Ⅱ 評価・換算差額等           

１ その他有価証券評価
差額金 

    1,699 0.9 2,379 1.1   2,123 1.0

評価・換算差額等合計     1,699 0.9 2,379 1.1   2,123 1.0

Ⅲ 新株予約権     10 0.0 95 0.1   43 0.0

純資産合計     113,244 57.9 126,124 60.0   119,918 57.4

負債純資産合計     195,710 100.0 210,186 100.0   208,956 100.0 

            



②【中間損益計算書】 

    
前中間会計期間 

（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

前事業年度の要約損益計算書 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（百万円） 
百分比
（％）

金額（百万円） 
百分比
（％）

金額（百万円） 
百分比
（％）

Ⅰ 売上高     143,107 100.0 154,691 100.0   302,376 100.0 

Ⅱ 売上原価     124,698 87.1 132,941 85.9   260,544 86.2

売上総利益     18,409 12.9 21,750 14.1   41,831 13.8

Ⅲ 販売費及び一般管理費     12,212 8.6 13,361 8.6   25,606 8.5

営業利益     6,197 4.3 8,388 5.5   16,225 5.4

Ⅳ 営業外収益           

１ 受取利息   76   135 183   

２ 受取配当金   1,956   2,150 2,243   

３ 為替差益   108   ― 190   

４ その他   164   191 337   

営業外収益計     2,306 1.6 2,476 1.6   2,955 1.0

Ⅴ 営業外費用           

１ 支払利息   0   49 51   

２ 為替差損   ―   69 ―   

３ 固定資産圧縮損   10   ― 10   

４ その他   36   165 42   

営業外費用計     48 0.0 284 0.2   104 0.1

経常利益     8,455 5.9 10,581 6.9   19,076 6.3

Ⅵ 特別利益           

１ 固定資産売却益 ※１ ―   10 ―   

２ 投資有価証券売却益   ―   286 ―   

３ 特許訴訟和解金等   ―   ― 1,174   

特別利益計     ― ― 296 0.2   1,174 0.4

税引前中間（当期）
純利益 

    8,455 5.9 10,877 7.1   20,250 6.7

法人税、住民税及び
事業税 

  2,661   3,458 6,854   

法人税等調整額   11 2,672 1.9 40 3,498 2.3 442 7,296 2.4

中間（当期）純利益     5,782 4.0 7,379 4.8   12,954 4.3

           



③【中間株主資本等変動計算書】 

前中間会計期間（自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日） 

 （注） 平成18年６月の定時株主総会における利益処分項目である。 
但し、特別償却準備金の取崩のうち、19百万円については当中間会計期間に係るものである。 

  

株主資本 

資本金 

資本剰余金 利益剰余金 

自己株式 
株主資本
合計 資本 

準備金 

その他
資本剰
余金 

資本剰余
金合計 

利益 
準備金 

その他利益剰余金 
利益 
剰余金 
合計 

特別償却
準備金 

別途 
積立金 

繰越利益
剰余金 

平成18年３月31日残高 
(百万円) 

22,856 25,110 ― 25,110 3,290 126 50,100 13,811 67,328 △1,686 113,608 

中間会計期間中の変動額           

剰余金の配当    (注)       △1,297 △1,297   △1,297 

役員賞与      (注)       △148 △148   △148 

別途積立金の積立  (注)       9,000 △9,000 ―   ― 

特別償却準備金の積立(注)       33 △33 ―   ― 

特別償却準備金の取崩(注)       △57 57 ―   ― 

中間純利益       5,782 5,782   5,782 

自己株式の取得         △6,508 △6,508 

自己株式の処分     15 15   81 97 

株主資本以外の項目の中間
会計期間中の変動額(純額)           

中間会計期間中の変動額 
合計(百万円) 

― ― 15 15 ― △23 9,000 △4,639 4,336 △6,426 △2,074 

平成18年９月30日残高 
(百万円) 22,856 25,110 15 25,125 3,290 102 59,100 9,171 71,664 △8,112 111,533 

  

評価・換
算差額等 

新株 
予約権 

純資産 
合計 その他有

価証券評
価差額金 

平成18年３月31日残高 
(百万円) 

1,853 ― 115,462 

中間会計期間中の変動額       

剰余金の配当    (注)     △1,297 

役員賞与      (注)     △148 

別途積立金の積立  (注)     ― 

特別償却準備金の積立(注)     ― 

特別償却準備金の取崩(注)     ― 

中間純利益     5,782 

自己株式の取得     △6,508 

自己株式の処分     97 

株主資本以外の項目の中間
会計期間中の変動額(純額) 

△154 10 △143 

中間会計期間中の変動額 
合計(百万円) △154 10 △2,217 

平成18年９月30日残高 
(百万円) 1,699 10 113,244 



当中間会計期間（自 平成19年４月１日 至 平成19年９月30日） 

  

株主資本 

資本金 

資本剰余金 利益剰余金 

自己株式 
株主資本
合計 資本 

準備金 
その他資
本剰余金 

資本剰余
金合計 

利益 
準備金 

その他利益剰余金 
利益 

剰余金 
合計 

特別償却
準備金 

別途 
積立金 

繰越利益
剰余金 

平成19年３月31日残高 
(百万円) 

22,856 25,110 ― 25,110 3,290 87 59,100 15,092 77,570 △7,784 117,751

中間会計期間中の変動額           

剰余金の配当       △1,798 △1,798   △1,798

別途積立金の積立       10,000 △10,000 ―   ―

特別償却準備金の取崩       △14 14 ―   ―

中間純利益       7,379 7,379   7,379

自己株式の取得         △7 △7

自己株式の処分     7 7   316 323

株主資本以外の項目の中間
会計期間中の変動額(純額) 

          

中間会計期間中の変動額 
合計(百万円) 

― ― 7 7 ― △14 10,000 △4,404 5,581 308 5,898

平成19年９月30日残高 
(百万円) 

22,856 25,110 7 25,117 3,290 72 69,100 10,688 83,151 △7,475 123,649

  

評価・換
算差額等 

新株 
予約権 

純資産 
合計 その他有

価証券評
価差額金 

平成19年３月31日残高 
(百万円) 

2,123 43 119,918 

中間会計期間中の変動額       

剰余金の配当     △1,798 

別途積立金の積立     ― 

特別償却準備金の取崩     ― 

中間純利益     7,379 

自己株式の取得     △7 

自己株式の処分     323 

株主資本以外の項目の中間
会計期間中の変動額(純額) 

255 52 307 

中間会計期間中の変動額 
合計(百万円) 

255 52 6,205 

平成19年９月30日残高 
(百万円) 

2,379 95 126,124 



前事業年度の株主資本等変動計算書（自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日） 

 （注） 平成18年６月の定時株主総会における利益処分項目である。 

但し、特別償却準備金の取崩のうち３百万円、および取崩のうち38百万円については、当事業年度に係るもの

である。 

  

株主資本 

資本金 

資本剰余金 利益剰余金 

自己株式 
株主資本
合計 資本 

準備金 
資本剰余
金合計 

利益 
準備金 

その他利益剰余金 
利益剰余
金合計 特別償却

準備金 
別途 

積立金 
繰越利益
剰余金 

平成18年３月31日残高 
（百万円） 

22,856 25,110 25,110 3,290 126 50,100 13,811 67,328 △1,686 113,608

事業年度中の変動額           

剰余金の配当（注）       △1,297 △1,297   △1,297

剰余金の配当       △1,256 △1,256   △1,256

役員賞与（注）       △148 △148   △148

別途積立金の積立（注）       9,000 △9,000 ―   ―

特別償却準備金の積立（注）       36 △36 ―   ―

特別償却準備金の取崩（注）       △76 76 ―   ―

当期純利益       12,954 12,954   12,954

自己株式の取得         △6,514 △6,514

自己株式の処分       △10 △10 416 405

株主資本以外の項目の事業年
度中の変動額（純額） 

          

事業年度中の変動額合計 
（百万円） 

― ― ― ― △39 9,000 1,281 10,241 △6,098 4,143

平成19年３月31日残高 
（百万円） 

22,856 25,110 25,110 3,290 87 59,100 15,092 77,570 △7,784 117,751

  

評価・換
算差額等 

新株 
予約権 

純資産 
合計 その他有

価証券評
価差額金 

平成18年３月31日残高 
（百万円） 

1,853 ― 115,462

事業年度中の変動額     

剰余金の配当（注）     △1,297

剰余金の配当     △1,256

役員賞与（注）     △148

別途積立金の積立（注）     ―

特別償却準備金の積立（注）     ―

特別償却準備金の取崩（注）     ―

当期純利益     12,954

自己株式の取得     △6,514

自己株式の処分     405

株主資本以外の項目の事業年
度中の変動額（純額） 

270 43 313

事業年度中の変動額合計 
（百万円） 

270 43 4,456

平成19年３月31日残高 
（百万円） 

2,123 43 119,918



中間財務諸表作成の基本となる重要な事項 

項目 
前中間会計期間 

（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

１ 資産の評価基準及

び評価方法 

(1）有価証券 

子会社株式及び関連会社

株式 

 移動平均法による原価

法による。 

(1）有価証券 

子会社株式及び関連会社

株式 

同左 

(1）有価証券 

子会社株式及び関連会社

株式 

同左 

  その他有価証券 

時価のあるもの 

 中間決算日の市場価

格等に基づく時価法に

よる。（評価差額は全

部純資産直入法により

処理し、売却原価は移

動平均法により算定） 

その他有価証券 

時価のあるもの 

 同左 

その他有価証券 

時価のあるもの 

 期末日の市場価格等

に基づく時価法によ

る。（評価差額は全部

純資産直入法により処

理し、売却原価は移動

平均法により算定） 

  時価のないもの 

 移動平均法による原

価法による。 

時価のないもの 

同左 

時価のないもの 

同左 

  (2）たな卸資産 

 製品、原材料、仕掛品に

ついては、総平均法による

原価法、貯蔵品について

は、先入先出法による原価

法による。 

(2）たな卸資産 

同左 

(2）たな卸資産 

同左 

 



項目 
前中間会計期間 

（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

２ 固定資産の減価償

却の方法 

(1）有形固定資産 

 減価償却累計限度額を実

質残存価額（取得価額の

0.4％）とする定率法を採

用している。但し、平成10

年４月１日以降に取得した

建物（建物附属設備を除

く）、工具器具及び備品に

含まれる金型については減

価償却累計限度額を実質残

存価額（取得価額の

0.4％）とする定額法を採

用している。 

 耐用年数については、法

人税法に定める耐用年数を

適用している。但し、平成

10年３月以前に取得した建

物については、平成10年度

の法人税法の改正前の耐用

年数を適用している。 

(1）有形固定資産 

定率法を採用している。

但し、平成10年４月１日以

降に取得した建物(建物附

属設備を除く)、工具器具

及び備品に含まれる金型に

ついては定額法を採用して

いる。 

 耐用年数については、法

人税法に定める耐用年数を

適用している。      

（会計方針の変更） 

 法人税法の改正に伴い、当

中間会計期間より、平成19年

４月１日以降に取得した有形

固定資産について、改正後の

法人税法に基づく減価償却の

方法に変更している。 

 これにより、営業利益、経

常利益及び税引前中間純利益

はそれぞれ54百万円減少して

いる。 

（追加情報） 

 法人税法の改正に伴い、当

中間会計期間より、平成19年

３月31日以前に取得した資産

については、改正前の法人税

法に基づく減価償却の方法の

適用により、帳簿価額が取得

価額の５％に達した資産につ

いては、取得価額の５％相当

額と備忘価額との差額を５年

間で均等償却し、平成19年４

月１日時点で帳簿価額が取得

価額の５％を下回っている資

産については取得価額の１％

を毎期償却し、減価償却費に

含めて計上している。 

 この結果、従来の方法に比

べ、営業利益、経常利益及び

税引前中間純利益はそれぞれ

108百万円減少している。 

(1）有形固定資産 

減価償却累計限度額を実

質残存価額（取得価額の

0.4％）とする定率法を採

用している。但し、平成10

年４月１日以降に取得した

建物（建物附属設備を除

く）、工具器具及び備品に

含まれる金型については減

価償却累計限度額を実質残

存価額（取得価額の

0.4％）とする定額法を採

用している。 

 耐用年数については、法

人税法に定める耐用年数を

適用している。但し、平成

10年３月以前に取得した建

物については、平成10年度

の法人税法の改正前の耐用

年数を適用している。 

 



項目 
前中間会計期間 

（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

  (2）無形固定資産及び長期前

払費用 

 定額法を採用している。 

 耐用年数については、法

人税法に定める耐用年数を

適用している。但し、ソフ

トウェア（自社利用分）に

ついては、見込利用可能期

間（５年）に基づいてい

る。 

(2）無形固定資産及び長期前

払費用 

同左 

(2）無形固定資産及び長期前

払費用 

同左 

３ 引当金の計上基準 (1）貸倒引当金 

 債権の貸倒れによる損失

に備えるため、一般債権に

ついては貸倒実績率によ

り、貸倒懸念債権等特定の

債権については個別に回収

可能性を勘案し、回収不能

見込額を計上している。 

(1）貸倒引当金 

同左 

(1）貸倒引当金 

同左 

  (2）賞与引当金 

 従業員賞与の支給に備え

るため、賞与支給実績を基

準として賞与支給対象期間

のうち当中間会計期間に対

応する額を計上している。 

(2）賞与引当金 

同左 

(2）賞与引当金 

 従業員賞与の支給に備え

るため、賞与支給実績を基

準として賞与支給対象期間

のうち当事業年度に対応す

る額を計上している。 

  (3）役員賞与引当金 

 役員賞与の支給に備える

ため、支給見込額に基づき

当中間会計期間に対応する

発生見込額を計上してい

る。 

(3）役員賞与引当金 

 同左 

(3）役員賞与引当金 

役員賞与の支給に備える

ため、支給見込額に基づき

当事業年度に対応する額を

計上している。 

  (4）製品保証引当金 

 製品の品質保証期間内に

発生する保証費用の支出に

備えるため、過去の実績を

基礎にして当中間会計期間

に対応する発生見込額を計

上している。 

(4）製品保証引当金 

同左 

(4）製品保証引当金 

 製品の品質保証期間内に

発生する保証費用の支出に

備えるため、過去の実績を

基礎にして当事業年度に対

応する発生見込額を計上し

ている。 

 



項目 
前中間会計期間 

（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

  (5）退職給付引当金 

 従業員の退職給付に備え

るため、当事業年度末にお

ける退職給付債務及び年金

資産の見込額に基づき、当

中間会計期間末において発

生していると認められる額

を計上している。 

 数理計算上の差異は、そ

の発生時の従業員の平均残

存勤務期間以内の一定の年

数（15年）による定額法に

より、発生年度の翌期から

費用処理することとしてい

る。 

 過去勤務債務は、その発

生時の従業員の平均残存勤

務期間以内の一定の年数

（５年）による定額法によ

り、発生年度より費用処理

している。 

(5）退職給付引当金 

同左 

(5）退職給付引当金 

 従業員の退職給付に備え

るため、当期末における退

職給付債務及び年金資産の

見込額に基づき計上してい

る。 

 数理計算上の差異は、そ

の発生時の従業員の平均残

存勤務期間以内の一定の年

数（15年）による定額法に

より、発生年度の翌期から

費用処理することとしてい

る。 

 過去勤務債務は、その発

生時の従業員の平均残存勤

務期間以内の一定の年数

（５年）による定額法によ

り、費用処理している。 

  (6）役員退職慰労引当金 

 役員の退職慰労金の支給

に充てるため、内規に基づ

く中間会計期間末要支給額

を計上している。 

(6）役員退職慰労引当金 

同左 

(6）役員退職慰労引当金 

 役員の退職慰労金の支給

に充てるため、内規に基づ

く期末要支給額を計上して

いる。 

４ 外貨建ての資産及

び負債の本邦通貨へ

の換算基準 

 外貨建金銭債権債務は、中

間決算日の直物為替相場によ

り円貨に換算し、換算差額は

損益として処理している。 

同左  外貨建金銭債権債務は、期

末日の直物為替相場により円

貨に換算し、換算差額は損益

として処理している。 

５ リース取引の処理

方法 

 リース物件の所有権が借主

に移転すると認められるもの

以外のファイナンス・リース

取引については、通常の賃貸

借取引に係る方法に準じた会

計処理によっている。 

同左 同左 

６ ヘッジ会計の方法 (1）ヘッジ会計の方法 

 繰延ヘッジ処理を採用し

ている。なお、為替予約及

び金利通貨スワップについ

て振当処理の要件を満たし

ている場合は振当処理を採

用している。 

(1）ヘッジ会計の方法 

同左 

(1）ヘッジ会計の方法 

同左 

 



項目 
前中間会計期間 

（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

  (2）ヘッジ手段とヘッジ対象 

ヘッジ手段 

…為替予約、金利通貨

スワップ 

(2）ヘッジ手段とヘッジ対象 

ヘッジ手段…同左 

(2）ヘッジ手段とヘッジ対象 

ヘッジ手段…同左 

  ヘッジ対象 

…外貨建輸出債権、外

貨建輸入債務、外貨

建貸付金 

ヘッジ対象 

…同左 

ヘッジ対象 

…同左 

  (3）ヘッジ方針 

 為替予約取引に関して

は、社内規程に基づき、為

替相場動向等を勘案の上、

外貨建輸出債権及び外貨建

輸入債務に係る為替変動リ

スクをヘッジしている。 

 金利通貨スワップ取引に

関しては、取締役会決議に

基づき、在外関係会社に対

する外貨建貸付金に係る為

替変動リスク及び金利変動

リスクをヘッジしている。 

(3）ヘッジ方針 

 同左 

  

(3）ヘッジ方針 

 同左 

  

  (4）ヘッジ有効性評価の方法 

 外貨建輸出債権及び外貨

建輸入債務は個別予約を行

っており、為替相場の変動

による相関関係は完全に確

保されているため、ヘッジ

は有効である。 

 金利通貨スワップ取引は

ヘッジ対象の在外関係会社

に対する外貨建貸付金の元

本金額及び期間を一致させ

て利用しているため、ヘッ

ジは有効である。 

(4）ヘッジ有効性評価の方法 

 同左 

  

(4）ヘッジ有効性評価の方法 

 同左 

  

７ その他中間財務諸

表作成のための基本

となる重要な事項 

消費税等の会計処理 

 消費税等の会計処理は、税

抜方式によっている。 

消費税等の会計処理 

同左 

消費税等の会計処理 

同左 



会計処理の変更 

前中間会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

（役員賞与に関する会計基準） 

 当中間会計期間より「役員賞与に関

する会計基準」（企業会計基準第４号 

平成17年11月29日）を適用している。 

 これにより営業利益、経常利益及び

税引前中間純利益はそれぞれ81百万円

減少している。 

  

――――――――――  （役員賞与に関する会計基準） 

当事業年度より「役員賞与に関する

会計基準」（企業会計基準第４号 平

成17年11月29日）を適用している。 

 これにより営業利益、経常利益及び

税引前当期純利益はそれぞれ168百万

円減少している。 

（貸借対照表の純資産の部の表示に関

する会計基準等） 

 当中間会計期間より「貸借対照表の

純資産の部の表示に関する会計基準」

（企業会計基準第５号 平成17年12月

９日）及び「貸借対照表の純資産の部

の表示に関する会計基準等の適用指

針」（企業会計基準適用指針第８号 

平成17年12月９日）を適用している。 

 これによる損益に与える影響はな

い。 

 従来の資本の部の合計に相当する金

額は113,233百万円である。 

 なお、中間財務諸表等規則の改正に

より、当中間会計期間における中間財

務諸表は、改正後の中間財務諸表等規

則により作成している。 

  

 ―――――――――― （貸借対照表の純資産の部の表示に関

する会計基準等） 

当事業年度より「貸借対照表の純資

産の部の表示に関する会計基準」（企

業会計基準第５号 平成17年12月９

日）及び「貸借対照表の純資産の部の

表示に関する会計基準等の適用指針」

（企業会計基準適用指針第８号 平成

17年12月９日）を適用している。 

 これによる損益に与える影響はな

い。 

 従来の資本の部の合計に相当する金

額は119,875百万円である。 

 なお、財務諸表等規則の改正によ

り、当事業年度における財務諸表は、

改正後の財務諸表等規則により作成し

ている。 

（ストック・オプション等に関する会

計基準等） 

 当中間会計期間より「ストック・オ

プション等に関する会計基準」（企業

会計基準第８号 平成17年12月27日）

及び「ストック・オプション等に関す

る会計基準の適用指針」（企業会計基

準適用指針第11号 終改正平成18年

５月31日）を適用している。 

 これにより営業利益、経常利益及び

税引前中間純利益はそれぞれ10百万円

減少している。 

  

 ―――――――――― （ストック・オプション等に関する会

計基準等） 

当事業年度より「ストック・オプシ

ョン等に関する会計基準」（企業会計

基準第８号 平成17年12月27日）及び

「ストック・オプション等に関する会

計基準の適用指針」（企業会計基準適

用指針第11号 終改正平成18年５月

31日）を適用している。 

 これにより営業利益、経常利益及び

税引前当期純利益はそれぞれ43百万円

減少している。 

     



注記事項 

（中間貸借対照表関係） 

前中間会計期間末 
（平成18年９月30日） 

当中間会計期間末 
（平成19年９月30日） 

前事業年度 
（平成19年３月31日） 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額 

150,438百万円 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額

153,041百万円 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額

150,954百万円 

 ２ 偶発債務 

(1）当社従業員の下記金融機関か

らの住宅資金借入金に対し、債

務保証を行っている。 

 ２ 偶発債務 

(1）当社従業員の下記金融機関か

らの住宅資金借入金に対し、債

務保証を行っている。 

 ２ 偶発債務 

(1）当社従業員の下記金融機関か

らの住宅資金借入金に対し、債

務保証を行っている。 

㈱三菱東京UFJ銀行 42百万円 

㈱りそな銀行 21百万円 

計 63百万円 

㈱三菱東京UFJ銀行  30百万円

㈱りそな銀行  17百万円

計 47百万円

㈱三菱東京UFJ銀行  35百万円

㈱りそな銀行  19百万円

計 54百万円

(2）TACマニュファクチャリング

㈱の工場周辺整備事業のため

に、ローカル・ディベロプメン

ト・ファイナンス・オーソリテ

ィが発行する債券を、下記金融

機関が引受ける事に対し、債務

保証を行っている。 

(2）TACマニュファクチャリング

㈱の工場周辺整備事業のため

に、ローカル・ディベロプメン

ト・ファイナンス・オーソリテ

ィが発行する債券を、下記金融

機関が引受ける事に対し、債務

保証を行っている。 

(2）TACマニュファクチャリング

㈱の工場周辺整備事業のため

に、ローカル・ディベロプメン

ト・ファイナンス・オーソリテ

ィが発行する債券を、下記金融

機関が引受ける事に対し、債務

保証を行っている。 

シチズンズバンク 

  40百万円 

  （345千米ドル） 

シチズンズバンク 

   22百万円 

  （195千米ドル）

シチズンズバンク 

   31百万円 

  （270 千米ドル）

※３ 消費税等の取扱い 

 仮払消費税等と仮受消費税等は

相殺のうえ、未払消費税等として

表示している。 

※３ 消費税等の取扱い 

同左 

※３ 

―――――― 

※４ 当中間会計期間において、国庫

補助金の受入れにより、圧縮記帳

を行っている。 

 なお、その内訳は機械装置10百

万円である。 

 また、国庫補助金の受入れによ

る圧縮記帳累計額は建物52百万

円、構築物85百万円、機械装置

164百万円であり、中間貸借対照

表計上額はこの圧縮記帳額を控除

している。 

※４ 過年度に取得した資産のうち、

国庫補助金の受入れによる圧縮記

帳累計額は303百万円であり、貸

借対照表計上額はこの圧縮記帳額

を控除している。 

 なお、その内訳は建物52百万

円、構築物85百万円、機械装置

164百万円である。 

※４ 当事業年度において、国庫補助

金の受入れにより、圧縮記帳を行

っている。なお、その内訳は機械

装置10百万円である。 

 また、国庫補助金の受入れによ

る圧縮記帳累計額は建物52百万

円、構築物85百万円、機械装置

164百万円であり、貸借対照表上

はこの圧縮記帳額を控除してい

る。 

※５ 中間期末日満期手形 

 中間期末日満期手形の会計処理

は、手形交換日をもって決済処理

をしている。なお、当中間会計期

間の末日は金融機関の休日であっ

たため、次の中間期末日満期手形

が中間期末残高に含まれている。 

※５ 中間期末日満期手形 

 中間期末日満期手形の会計処理

は、手形交換日をもって決済処理

をしている。なお、当中間会計期

間の末日は金融機関の休日であっ

たため、次の中間期末日満期手形

が中間期末残高に含まれている。

※５ 期末日満期手形 

 期末日満期手形の会計処理は、

手形交換日をもって決済処理をし

ている。なお、当事業年度の末日

は金融機関の休日であったため、

次の期末日満期手形が期末残高に

含まれている。  

受取手形 56百万円 受取手形  60百万円  受取手形      58百万円



（中間損益計算書関係） 

前中間会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

※１ 

―――――― 

※１ 固定資産売却益の内訳 

土地  10百万円

※１ 

―――――― 

     

 ２ 減価償却実施額  ２ 減価償却実施額  ２ 減価償却実施額 

有形固定資産 4,015百万円 

無形固定資産 178百万円 

有形固定資産  4,597百万円

無形固定資産  213百万円

有形固定資産  8,750百万円

無形固定資産  385百万円



（中間株主資本等変動計算書関係） 

前中間会計期間（自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日） 

自己株式の種類及び株式数に関する事項 

（変動事由の概要） 

 増加数の主な内訳は、次の通りである。 

単元未満株式の買取請求による増加     1,448株 

株主総会決議に基づく自己株式の取得  3,000,000株 

 減少数の主な内訳は、次の通りである。 

単元未満株式の買増請求による減少      138株 

新株予約権の権利行使による減少      67,000株 

当中間会計期間（自 平成19年４月１日 至 平成19年９月30日） 

自己株式の種類及び株式数に関する事項 

（変動事由の概要） 

 増加数の主な内訳は、次の通りである。 

単元未満株式の買取請求による増加     2,293株 

 減少数の主な内訳は、次の通りである。 

単元未満株式の買増請求による減少      233株 

新株予約権の権利行使による減少     175,700株 

前事業年度（自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日） 

自己株式の種類及び株式数に関する事項 

（変動事由の概要） 

 増加数の主な内訳は、次の通りである。 

単元未満株式の買取請求による増加     3,575株 

株主総会決議に基づく自己株式の取得  3,000,000株 

 減少数の主な内訳は、次の通りである。 

単元未満株式の買増請求による減少       144株 

新株予約権の権利行使による減少     253,000株 

株式の種類 前事業年度末株式数 
当中間会計期間 
増加株式数 

当中間会計期間 
減少株式数 

当中間会計期間末 
株式数 

普通株式（株） 1,579,048 3,001,448 67,138 4,513,358 

株式の種類 前事業年度末株式数 
当中間会計期間 
増加株式数 

当中間会計期間 
減少株式数 

当中間会計期間末 
株式数 

普通株式（株） 4,329,479 2,293 175,933 4,155,839 

株式の種類 前事業年度末株式数 
当事業年度 
増加株式数 

当事業年度 
減少株式数 

当事業年度末株式数 

普通株式（株） 1,579,048 3,003,575 253,144 4,329,479 



（リース取引関係） 

前中間会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

リース物件の所有権が借主に移転する

と認められるもの以外のファイナン

ス・リース取引 

リース物件の所有権が借主に移転する

と認められるもの以外のファイナン

ス・リース取引 

リース物件の所有権が借主に移転する

と認められるもの以外のファイナン

ス・リース取引 

(1）リース物件の取得価額相当額、減

価償却累計額相当額及び中間期末

残高相当額 

(1）リース物件の取得価額相当額、減

価償却累計額相当額及び中間期末

残高相当額 

(1）リース物件の取得価額相当額、減

価償却累計額相当額及び期末残高

相当額 

  
取得価額
相当額 

（百万円）

減価償却
累計額 
相当額 

（百万円） 

中間期末
残高 

相当額 
（百万円） 

車両運搬
具 

156 36 119 

工具器具
及び備品 

21 5 15 

ソフトウ
ェア 

22 0 21 

合計 200 42 157 

  
取得価額
相当額 

（百万円）

減価償却
累計額 
相当額 

（百万円）

中間期末
残高 
相当額 

（百万円）

車両運搬
具 

171 70 100

工具器具
及び備品 

48 13 34

ソフトウ
ェア 

22 5 17

合計 242 89 152

取得価額
相当額 

（百万円）

減価償却
累計額 
相当額 

（百万円） 

期末残高
相当額 

（百万円）

車両運搬
具 

168 54 113

工具器具
及び備品 

48 8 39

ソフトウ
ェア 

22 3 19

合計 239 66 172

(2）未経過リース料中間期末残高相当

額 

(2）未経過リース料中間期末残高相当

額 

(2）未経過リース料期末残高相当額 

１年内 41百万円

１年超 116百万円

合計 158百万円

１年内 46百万円

１年超 108百万円

合計 154百万円

１年内 50百万円

１年超 123百万円

合計 173百万円

(3）支払リース料、減価償却費相当額

及び支払利息相当額 

(3）支払リース料、減価償却費相当額

及び支払利息相当額 

(3）支払リース料、減価償却費相当額

及び支払利息相当額 

支払リース料 16百万円

減価償却費相当額 15百万円

支払利息相当額 1百万円

支払リース料 28百万円

減価償却費相当額 27百万円

支払利息相当額 1百万円

支払リース料 41百万円

減価償却費相当額 39百万円

支払利息相当額 2百万円

(4）減価償却費相当額の算定方法 

 リース期間を耐用年数とし、残存

価額を零とする定額法によってい

る。 

(4）減価償却費相当額の算定方法 

同左 

(4）減価償却費相当額の算定方法 

同左 

(5）利息相当額の算定方法 

 リース料総額とリース物件の取得

価額相当額との差額を利息相当額と

し、各期への配分方法については、

利息法によっている。 

(5）利息相当額の算定方法 

同左 

(5）利息相当額の算定方法 

同左 

（減損損失について） 

 リース資産に配分された減損損失

はないため、項目等の記載は省略し

ている。 

（減損損失について） 

同左 

（減損損失について） 

同左 



（有価証券関係） 

前中間会計期間末（平成18年９月30日） 

有価証券 

子会社株式及び関連会社株式で時価のあるもの 

当中間会計期間末（平成19年９月30日） 

有価証券 

子会社株式及び関連会社株式で時価のあるもの 

前事業年度末（平成19年３月31日） 

有価証券 

子会社株式及び関連会社株式で時価のあるもの 

種類 
中間貸借対照表計上額 

（百万円） 
時価（百万円） 差額（百万円） 

関連会社株式 507 1,414 907 

種類 
中間貸借対照表計上額 

（百万円） 
時価（百万円） 差額（百万円） 

関連会社株式 507 1,513 1,005 

種類 
貸借対照表計上額 

（百万円） 
時価（百万円） 差額（百万円） 

関連会社株式 507 1,168 661 



（１株当たり情報） 

 （注）１ １株当たり中間（当期）純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり中間（当期）純利益金額の算定上の基礎

は、以下の通りである。 

 （注）２ １株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下の通りである。 

（重要な後発事象） 

 該当事項なし。 

前中間会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

１株当たり 

純資産額 
1,262円06銭

１株当たり 

中間純利益金額 
62円97銭

潜在株式調整後１株 

当たり中間純利益金額 
62円77銭

１株当たり 

純資産額 
1,399円10銭

１株当たり 

中間純利益金額 
82円01銭

潜在株式調整後１株 

当たり中間純利益金額 
81円70銭

１株当たり 

純資産額 
1,333円36銭

１株当たり 

当期純利益金額 
142円50銭

潜在株式調整後１株 

当たり当期純利益金額 
142円00銭

  
前中間会計期間 

（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日）

当中間会計期間 
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日）

前事業年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日）

１株当たり中間（当期）純利益金額       

中間（当期）純利益（百万円） 5,782 7,379 12,954 

普通株主に帰属しない金額 

（百万円） 
― ― ― 

普通株式に係る中間（当期）純利益 

（百万円） 
5,782 7,379 12,954 

期中平均株式数（千株） 91,833 89,986 90,904 

潜在株式調整後１株当たり中間 

（当期）純利益金額 
      

普通株式増加数（千株） 288 340 318 

（うち新株予約権） (288) (340) (318)

希薄化効果を有しないため、潜在株

式調整後１株当たり中間（当期）純

利益金額の算定に含めなかった潜在

株式の概要 

 新株予約権１種類(新

株予約権の数3,535個)。

詳細は、第４提出会社の

状況 １株式等の状況

(2）新株予約権等の状況

に記載の通り。 

 新株予約権１種類(新

株予約権の数3,760個)。

詳細は、第４提出会社の

状況 １株式等の状況

(2）新株予約権等の状況

に記載の通り。 

―――――― 

  
前中間会計期間末 

（平成18年９月30日） 
当中間会計期間末 

（平成19年９月30日） 
前事業年度末 

（平成19年３月31日） 

純資産の部の合計額（百万円） 113,244 126,124 119,918 

純資産の部の合計額から控除する金

額（百万円） 
10 95 43 

（うち新株予約権） (10) (95) (43)

普通株式に係る中間期末（期末）の

純資産額（百万円） 
113,233 126,028 119,875 

１株当たり純資産額の算定に用いら

れた中間期末（期末）の普通株式の

数（千株） 

89,720 90,078 89,904 



(2）【その他】 

 平成19年11月１日開催の取締役会において、当期中間配当に関し、次の通り決議した。 

(a）中間配当による配当金の総額             2,071百万円 

(b）１株当たりの金額                    23円00銭 

(c）支払請求の効力発生日及び支払開始日      平成19年11月26日 

 （注） 平成19年９月30日現在の株主名簿及び実質株主名簿に記載または記録された株主に対し、支払いを行う。



第６【提出会社の参考情報】 

 当中間会計期間の開始日から半期報告書提出日までの間に、次の書類を提出している。 

  

(1) 自己株券買付状況報告書 
  自 平成19年３月１日 平成19年４月12日 

  至 平成19年３月31日 関東財務局長に提出。 

          

(2) 自己株券買付状況報告書 
  自 平成19年４月１日 平成19年５月14日 

  至 平成19年４月30日 関東財務局長に提出。 

          

(3) 自己株券買付状況報告書 
  自 平成19年５月１日 平成19年６月12日 

  至 平成19年５月31日 関東財務局長に提出。 

          

(4) 
有価証券報告書 事業年度 自 平成18年４月１日 平成19年６月20日 

及びその添付書類 (第60期) 至 平成19年３月31日 関東財務局長に提出。 

          

(5) 
有価証券届出書 ストックオプション制度に伴う 平成19年６月20日 

及びその添付書類 新株予約権発行 関東財務局長に提出。 

          

(6) 自己株券買付状況報告書 
  自 平成19年６月１日 平成19年７月12日 

  至 平成19年６月30日 関東財務局長に提出。 

         

(7) 
有価証券届出書の 平成19年６月20日提出の有価証券届出書 平成19年７月31日 

訂正届出書 に係る訂正届出書である。 関東財務局長に提出。 



第二部【提出会社の保証会社等の情報】 

 該当事項なし。 



  独立監査人の中間監査報告書 

  平成18年12月15日

株式会社 東海理化電機製作所  

  取 締 役 会 御中    

  監査法人 トーマツ 

 
指定社員 

業務執行社員 
  公認会計士 松  井  夏  樹  印 

 
指定社員 

業務執行社員 
  公認会計士 高  橋  寿  佳  印 

 当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている株式会

社東海理化電機製作所の平成18年４月１日から平成19年３月31日までの連結会計年度の中間連結会計期間（平成18年４月

１日から平成18年９月30日まで）に係る中間連結財務諸表、すなわち、中間連結貸借対照表、中間連結損益計算書、中間

連結株主資本等変動計算書及び中間連結キャッシュ・フロー計算書について中間監査を行った。この中間連結財務諸表の

作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から中間連結財務諸表に対する意見を表明することにある。 

 当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間連

結財務諸表には全体として中間連結財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の表示

がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて

追加の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果として中間連結財務諸表に対する意見表明のた

めの合理的な基礎を得たと判断している。 

 当監査法人は、上記の中間連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間連結財務諸表の作成基準

に準拠して、株式会社東海理化電機製作所及び連結子会社の平成18年９月30日現在の財政状態並びに同日をもって終了す

る中間連結会計期間（平成18年４月１日から平成18年９月30日まで）の経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する

有用な情報を表示しているものと認める。 

 会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

以 上

 ※ 上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（半期報告書提出会

社）が別途保管しております。 



  独立監査人の中間監査報告書 

  平成19年12月14日

株式会社 東海理化電機製作所  

  取 締 役 会 御中    

  監査法人 トーマツ 

 
指定社員 

業務執行社員 
  公認会計士 松  井  夏  樹  印 

 
指定社員 

業務執行社員 
  公認会計士 内  山  隆  夫  印 

 当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられて

いる株式会社東海理化電機製作所の平成19年４月１日から平成20年３月31日までの連結会計年度の中間連結会計期間（平

成19年４月１日から平成19年９月30日まで）に係る中間連結財務諸表、すなわち、中間連結貸借対照表、中間連結損益計

算書、中間連結株主資本等変動計算書及び中間連結キャッシュ・フロー計算書について中間監査を行った。この中間連結

財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から中間連結財務諸表に対する意見を表明すること

にある。 

 当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間連

結財務諸表には全体として中間連結財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の表示

がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて

追加の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果として中間連結財務諸表に対する意見表明のた

めの合理的な基礎を得たと判断している。 

 当監査法人は、上記の中間連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間連結財務諸表の作成基準

に準拠して、株式会社東海理化電機製作所及び連結子会社の平成19年９月30日現在の財政状態並びに同日をもって終了す

る中間連結会計期間（平成19年４月１日から平成19年９月30日まで）の経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する

有用な情報を表示しているものと認める。 

 会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

以 上

 ※ 上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（半期報告書提出会

社）が別途保管しております。 



  独立監査人の中間監査報告書 

  平成18年12月15日

株式会社 東海理化電機製作所  

  取 締 役 会 御中    

  監査法人 トーマツ 

 
指定社員 

業務執行社員 
  公認会計士 松  井  夏  樹  印 

 
指定社員 

業務執行社員 
  公認会計士 高  橋  寿  佳  印 

 当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている株式会

社東海理化電機製作所の平成18年４月１日から平成19年３月31日までの第60期事業年度の中間会計期間（平成18年４月１

日から平成18年９月30日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書及び中間株主資本等変

動計算書について中間監査を行った。この中間財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から

中間財務諸表に対する意見を表明することにある。 

 当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財

務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の表示がないか

どうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監

査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果として中間財務諸表に対する意見表明のための合理的な

基礎を得たと判断している。 

 当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠し

て、株式会社東海理化電機製作所の平成18年９月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間（平成18年

４月１日から平成18年９月30日まで）の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。 

 会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

以 上 

 ※ 上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（半期報告書提出会

社）が別途保管しております。 



  独立監査人の中間監査報告書 

  平成19年12月14日

株式会社 東海理化電機製作所  

  取 締 役 会 御中    

  監査法人 トーマツ 

 
指定社員 

業務執行社員 
  公認会計士 松  井  夏  樹  印 

 
指定社員 

業務執行社員 
  公認会計士 内  山  隆  夫  印 

 当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられて

いる株式会社東海理化電機製作所の平成19年４月１日から平成20年３月31日までの第61期事業年度の中間会計期間（平成

19年４月１日から平成19年９月30日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書及び中間株

主資本等変動計算書について中間監査を行った。この中間財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立

の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。 

 当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財

務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の表示がないか

どうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監

査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果として中間財務諸表に対する意見表明のための合理的な

基礎を得たと判断している。 

 当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠し

て、株式会社東海理化電機製作所の平成19年９月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間（平成19年

４月１日から平成19年９月30日まで）の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。 

 会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

以 上 

 ※ 上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（半期報告書提出会

社）が別途保管しております。 


	表紙
	本文
	第一部企業情報
	第１企業の概況
	１主要な経営指標等の推移
	２事業の内容
	３関係会社の状況
	４従業員の状況

	第２事業の状況
	１業績等の概要
	２生産、受注及び販売の状況
	３対処すべき課題
	４経営上の重要な契約等
	５研究開発活動

	第３設備の状況
	１主要な設備の状況
	２設備の新設、除却等の計画

	第４提出会社の状況
	１株式等の状況
	(1）株式の総数等
	①株式の総数
	②発行済株式

	(2）新株予約権等の状況
	(3）ライツプランの内容
	(4）発行済株式総数、資本金等の状況
	(5）大株主の状況
	(6）議決権の状況
	①発行済株式
	②自己株式等


	２株価の推移
	当該中間会計期間における月別最高・最低株価
	３役員の状況

	第５経理の状況
	１中間連結財務諸表等
	(1）中間連結財務諸表
	①中間連結貸借対照表
	②中間連結損益計算書
	③中間連結株主資本等変動計算書
	④中間連結キャッシュ・フロー計算書
	事業の種類別セグメント情報
	所在地別セグメント情報
	海外売上高

	(2）その他

	２中間財務諸表等
	(1）中間財務諸表
	①中間貸借対照表
	②中間損益計算書
	③中間株主資本等変動計算書

	(2）その他


	第６提出会社の参考情報

	第二部提出会社の保証会社等の情報

	監査報告書

	pageform1: 1/84
	pageform2: 2/84
	form1: EDINET提出書類  2007/12/14 提出
	form2: 株式会社東海理化電機製作所(359027)
	form3: 半期報告書
	pageform3: 3/84
	pageform4: 4/84
	pageform5: 5/84
	pageform6: 6/84
	pageform7: 7/84
	pageform8: 8/84
	pageform9: 9/84
	pageform10: 10/84
	pageform11: 11/84
	pageform12: 12/84
	pageform13: 13/84
	pageform14: 14/84
	pageform15: 15/84
	pageform16: 16/84
	pageform17: 17/84
	pageform18: 18/84
	pageform19: 19/84
	pageform20: 20/84
	pageform21: 21/84
	pageform22: 22/84
	pageform23: 23/84
	pageform24: 24/84
	pageform25: 25/84
	pageform26: 26/84
	pageform27: 27/84
	pageform28: 28/84
	pageform29: 29/84
	pageform30: 30/84
	pageform31: 31/84
	pageform32: 32/84
	pageform33: 33/84
	pageform34: 34/84
	pageform35: 35/84
	pageform36: 36/84
	pageform37: 37/84
	pageform38: 38/84
	pageform39: 39/84
	pageform40: 40/84
	pageform41: 41/84
	pageform42: 42/84
	pageform43: 43/84
	pageform44: 44/84
	pageform45: 45/84
	pageform46: 46/84
	pageform47: 47/84
	pageform48: 48/84
	pageform49: 49/84
	pageform50: 50/84
	pageform51: 51/84
	pageform52: 52/84
	pageform53: 53/84
	pageform54: 54/84
	pageform55: 55/84
	pageform56: 56/84
	pageform57: 57/84
	pageform58: 58/84
	pageform59: 59/84
	pageform60: 60/84
	pageform61: 61/84
	pageform62: 62/84
	pageform63: 63/84
	pageform64: 64/84
	pageform65: 65/84
	pageform66: 66/84
	pageform67: 67/84
	pageform68: 68/84
	pageform69: 69/84
	pageform70: 70/84
	pageform71: 71/84
	pageform72: 72/84
	pageform73: 73/84
	pageform74: 74/84
	pageform75: 75/84
	pageform76: 76/84
	pageform77: 77/84
	pageform78: 78/84
	pageform79: 79/84
	pageform80: 80/84
	pageform81: 81/84
	pageform82: 82/84
	pageform83: 83/84
	pageform84: 84/84


